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11 ○ 松田　義和 一般社団法人京都府医師会　理事
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川北　典子 大谷大学教授

3 河原　善雄 京都市日本保育協会　会長
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5 西　恵味 市民公募委員

6 野田　美穂子 市民公募委員

7 藤本　明弘 公益社団法人京都府私立幼稚園連盟　副理事長

8 升光　泰雄 公益社団法人京都市私立幼稚園協会　会長
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10 水谷　裕美 市民公募委員

11 矢島　里美 全国認定こども園協会京都府支部　副支部長

12 山本　奈未 市民公募委員
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京都市はぐくみ推進審議会条例 

 

（設置） 

第１条  子ども及び若者に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な

事項並びに当該施策の実施の状況に関する事項について，調査し，及び審議

するとともに，当該事項について市長に対し，意見を述べるための機関とし

て，並びに次に掲げる規定に規定する合議制の機関として，京都市はぐくみ

推進審議会（以下「はぐくみ審議会」という。）を置く。 

⑴ 児童福祉法第８条第３項 

⑵ 就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する 

法律第２５条 

⑶ 子ども・子育て支援法（以下「法」という。）第７７条第１項 

（組織） 

第２条 はぐくみ審議会は，委員３０人以内をもって組織する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうちから，市長が委嘱する。 

⑴  法第６条第２項に規定する保護者 

⑵  事業主を代表する者 

⑶  労働者を代表する者 

⑷  法第７条第１項に規定する子ども・子育て支援（以下「子ども・子育て

支援」という。）に関する事業に従事する者 

⑸  子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 

⑹  若者の支援に関する事業に従事する者 

⑺  若者の支援に関し学識経験のある者 

⑻  前各号に掲げる者のほか，市長が適当と認めるもの 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残

任期間とする。 

２ 委員は，再任されることができる。 
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（会長及び副会長） 

第４条 はぐくみ審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は，委員の互選により定める。 

３ 会長は，はぐくみ審議会を代表し，会務を総理する。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，その職務を代理する。 

５ 会長及び副会長に事故があるときは，あらかじめ会長が指名する委員がそ

の職務を代理する。 

（特別委員） 

第５条 はぐくみ審議会に，特別の事項を調査し，又は審議させるため必要があ

るときは，特別委員を置くことができる。 

２ 第２条第２項の規定は，特別委員について準用する。 

３ 特別委員は，特別の事項に関する調査又は審議が終了したときは，解嘱され

るものとする。 

（招集及び議事） 

第６条 はぐくみ審議会は，会長が招集する。ただし，会長及びその職務を代理

する者が在任しないときのはぐくみ審議会は，市長が招集する。 

２ 会長は，会議の議長となる。 

３ はぐくみ審議会は，委員の過半数が出席しなければ，会議を開くことができ

ない。 

４ はぐくみ審議会の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，

議長の決するところによる。 

５ 特別の事項について会議を開き，議決を行うときは，前２項の規定の適用に

ついては，当該事項に係る特別委員は，委員とみなす。 

（児童福祉分科会） 

第７条 はぐくみ審議会に，児童福祉に関する事項を調査し，及び審議させるた

め，児童福祉分科会を置く。 

２ 児童福祉分科会は，会長が指名する委員及び特別委員をもって組織する。 

３ はぐくみ審議会は，その定めるところにより，児童福祉分科会の決議をもっ



てはぐくみ審議会の決議とすることができる。 

（部会） 

第８条 はぐくみ審議会及び児童福祉分科会は，専門の事項を調査し，及び審議

させるため必要があると認めるときは，部会を置くことができる。 

２ 部会は，会長が指名する委員及び特別委員をもって組織する。 

３ 部会は，他の部会と共同して会議を開くことができる。 

４ はぐくみ審議会は，その定めるところにより，部会又は複数の部会が共同し

て開いた会議の決議をもってはぐくみ審議会の決議とすることができる。 

（秘密を守る義務） 

第９条 委員（特別委員を含む。）は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならな

い。その職を退いた後も，同様とする。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか，はぐくみ審議会に関し必要な事項は，

市長が定める。 

附則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

（関係条例の廃止） 

２ 次に掲げる条例は，廃止する。 

⑴  京都市青少年活動推進協議会条例 

⑵  京都市子ども・子育て会議条例 

（委員の任期の特例） 

３ この条例の施行の日から平成３２年３月３１日までの間に市長が委嘱した

委員の任期は，第３条第１項の規定にかかわらず，同日までとする。 



京都市はぐくみ推進審議会条例施行規則 

 

（分科会長） 

第１条 京都市はぐくみ推進審議会（以下「はぐくみ審議会」という。）の児童

福祉分科会（以下「分科会」という。）に分科会長を置く。 

２ 分科会長は，分科会に属する委員及び特別委員（以下「分科会員」という。）

のうちから，会長が指名する。 

３ 分科会長は，分科会の事務を掌理する。 

４ 分科会長に事故があるときは，あらかじめ分科会長の指名する分科会員が

その職務を代理する。 

（分科会の招集及び議事） 

第２条 分科会は，分科会長が招集する。ただし，分科会長及びその職務を代理

する者が在任しないときの分科会は，会長が招集する。 

２ 分科会長は，会議の議長となる。 

３ 分科会は，分科会員の過半数が出席しなければ，会議を開くことができない。 

４ 分科会の議事は，出席した分科会員の過半数で決し，可否同数のときは，議

長の決するところによる。 

５ 分科会長は，分科会の調査又は審議が終了したときは，当該調査又は審議の

結果をはぐくみ審議会に報告しなければならない。 

（部会長） 

第３条 はぐくみ審議会及び分科会の部会ごとに部会長を置く。 

２ 部会長は，その部会に属する委員及び特別委員（以下「部会員」という。）

のうちから，会長が指名する。 

３ 部会長は，その部会の事務を掌理する。 

４ 部会長に事故があるときは，あらかじめ部会長の指名する部会員がその職

務を代理する。 

（部会の招集及び議事） 

第４条 部会は，部会長が招集する。ただし，部会長及びその職務を代理する者
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が在任しないときの部会は，会長が招集する。 

２ 部会長は，会議の議長となる。 

３ 部会は，部会員の過半数が出席しなければ，会議を開くことができない。 

４ 部会の議事は，出席した部会員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の

決するところによる。 

５ 部会長は，部会の調査又は審議が終了したときは，当該調査又は審議の結果

をはぐくみ審議会に報告しなければならない。 

（共同部会長） 

第５条 京都市はぐくみ推進審議会条例第８条第３項の規定により共同して会

議を開く複数の部会により構成される合議体（以下「共同部会」という。）ご

とに共同部会長を置く。 

２ 共同部会長は，その共同部会に属する委員及び特別委員（以下「共同部会員」

という。）のうちから，会長が指名する。 

３ 共同部会長は，その共同部会の事務を掌理する。 

４ 共同部会長に事故があるときは，あらかじめ共同部会長の指名する共同部

会員がその職務を代理する。 

（共同部会の招集及び議事） 

第６条 共同部会は，共同部会長が招集する。ただし，共同部会長及びその職務

を代理する者が在任しないときの共同部会は，会長が招集する。 

２ 共同部会長は，会議の議長となる。 

３ 共同部会は，共同部会員の４分の１以上が出席し，かつ，その共同部会を構

成する各部会の部会員がそれぞれ一人出席しなければ，会議を開くことがで

きない。 

４ 共同部会の議事は，出席した共同部会員の過半数で決し，可否同数のときは，

議長の決するところによる。 

５ 共同部会長は，共同部会の調査又は審議が終了したときは，当該調査又は審

議の結果をはぐくみ審議会に報告しなければならない。 

 



（庶務） 

第７条 はぐくみ審議会の庶務は，子ども若者はぐくみ局において行う。 

（補則） 

第８条 この規則に定めるもののほか，はぐくみ審議会の運営に関し必要な事

項は，会長が定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成３０年４月１日から施行する。 

（関係規則の廃止） 

２ 次に掲げる規則は，廃止する。 

 ⑴ 京都市青少年活動推進協議会条例施行規則 

 ⑵ 京都市子ども・子育て会議条例施行規則 



   京都市はぐくみ推進審議会運営要綱 

 

（会議の招集） 

第１条 会長は，京都市はぐくみ推進審議会（以下「審議会」という。）の会議

を招集しようとするときは，あらかじめ日時，場所及び議題を委員及び特別

委員に通知するものとする。 

（部会の設置） 

第２条 京都市はぐくみ推進審議会条例（以下「条例」という。）第８条第１項

に規定する部会の設置は，会長が副会長と協議のうえ，決定するものとする。 

２ 会長は，前項の規定により部会を設置したときは，審議会に報告しなけれ

ばならない。 

（委員及び特別委員の除斥） 

第３条 委員又は特別委員は，自己が次の各号のいずれかに該当するとき，又

は父母，祖父母，配偶者，子若しくは兄弟姉妹が次の１号に該当するときは，

その議事に加わることができない。 

(1) 現に，従事する業務に直接の利害関係のあるとき。 

(2) 過去において，従事した業務に直接の利害関係のあるとき 

（会議の非公開の決定） 

第４条 会議において京都市情報公開条例第７条に規定する非公開情報を扱う

ときには，会長は，会議の全部又は一部を非公開とすることを決定する。 

（傍聴人） 

第５条 傍聴人は，傍聴席にあるときは，次の事項を守らなければならない。 

(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しな

いこと。 

(2) 騒ぎ立てないこと。 

(3) 飲食又は喫煙を行わないこと。 
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(4) 前各号に掲げるもののほか，会議の秩序を乱し，又は妨害となるような行

為をしないこと。 

２ 会長は，前項を遵守しない傍聴人に退場を命ずることができる。 

（雑則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか，審議会の運営に必要な事項は，会長が

定める。 

２ 第１条，第３条から第５条及び前項の規定は，条例第７条第１項に規定す

る児童福祉分科会の運営について準用する。この場合において，「審議会」と

あるのは「児童福祉分科会」と，「会長」とあるのは「分科会長」と読み替え

るものとする。 

３ 第１条，第３条から第５条及び第１項の規定は，条例第８条第１項に規定

する部会の運営について準用する。この場合において，「審議会」とあるのは

「部会」と，「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。 

４ 第１条，第３条から第５条及び第１項の規定は，条例第８条第３項に規定

する他の部会と共同して会議を開く場合の運営について準用する。この場合

において，「審議会」とあるのは「共同部会」と，「会長」とあるのは「共同

部会長」と読み替えるものとする。 

 

   附 則 

 この要綱は，平成３０年４月１７日から施行する。 



第二期市町村子ども・子育て支援事業計画の策定について 

 
 「子ども・子育て支援事業計画」（以下「事業計画」という。）について，市町村

は，「子ども・子育て支援法」に基づき，国が示す基本指針に沿って，５年を１期と

して定めることとされています。 
 第一期事業計画（平成２７年度～令和元年度）については，「京都市未来こどもは

ぐくみプラン」（平成２７年度～令和元年度）と一体的に策定していますが，令和２

年度を始期とする第二期事業計画については，国からの指示も踏まえ，以下のとおり

策定することとしたいと考えています。 
 
１ 策定の方向性について 

  令和２年度を始期とする「子ども若者に係る総合的な計画」（以下「新計画」と

いう。）と一体的に策定する。 
 
２ 計画期間 

  令和２年度～令和６年度（５年間） 
 
３ 策定の対象となる事業 

  各事業の詳細は別紙参照 

事業名（国） 事業名（京都市） 
幼児教育・保育 
地域子ども・子育て支援事業 

 

利用者支援事業 子どもはぐくみ室における相談・支援 
延長保育事業 時間外保育事業 
一時預かり事業（一般型） 一時預かり事業（保育所型） 
一時預かり事業（幼稚園型） 幼稚園における預かり保育 
病児保育事業 病児・病後児保育 
放課後児童健全育成事業 学童クラブ事業 等 

養育支援訪問事業 育児支援家庭訪問事業 
育児支援ヘルパー派遣事業 

子育て短期支援事業 ショートステイ 
トワイライトステイ 

地域子育て支援拠点事業 
児童館事業 
つどいの広場事業 
保育所拠点事業 

子育て援助活動支援事業 ファミリーサポート事業 
乳児家庭全戸訪問事業 こんにちは赤ちゃん事業 
妊婦に対する健康診査 妊産婦健康診査 
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４ 策定について 

 ⑴ 本市における策定の方針 

   今後の人口の推移や，これまでの利用実績をベースに，新計画策定に係り実施

したニーズ調査において確認した各事業の利用ニーズ等を踏まえて策定する。 
 ⑵ 策定する事項 

  ・ 量の見込み 
    各年度（令和２年度～令和６年度）の事業提供量の見込み 
  ・ 確保方策 
    各年度（令和２年度～令和６年度）の事業の提供体制の確保及びその内容 
 ⑶ 本審議会での審議 

   事業ごとに専門的に審議する必要があるため，部会及び共同部会において意見

聴取を実施（各事業の審議を行う部会等は別紙のとおり）したうえで，部会及び

共同部会での検討内容を全体会議で報告し，意見聴取する。 
（主なスケジュール（予定）） 

  令和元年６月 各部会及び共同部会で意見聴取 

      ７月 全体会議で意見聴取 



第二期子ども・子育て支援事業計画の対象となる事業一覧 

 

事業名（国） 事業概要 部会 

幼児教育・保育 

【教育・保育施設】 
認定こども園，幼稚園，保育園（所） 
【地域型保育事業】 
小規模保育事業，家庭的保育事業，居宅訪

問型保育事業，事業所内保育事業 

幼保推進部会 

地域子ども・子育て支援事業  

 

ア 利用者支援事業 

教育・保育施設や地域の子育て支援事業等

を円滑に利用できるよう，身近な実施場所

で情報収集と提供を行い，必要に応じ相

談・助言等 

「乳幼児期の子育て

支援」をテーマとした

共同部会（※） 

イ 延長保育事業 １１時間（保育所の開所時間）を超えて保

育を実施 

幼保推進部会 
ウ 一 時預 かり 事業

（一般型） 
一時的な保育，保護者の傷病などによる緊

急時の保育に対応 

エ 一 時預 かり 事業

（幼稚園型） 
通常の教育時間の前後や長期休業期間中な

どに預かり保育を実施 

オ 病児保育事業 病気中・病気回復期にあり，集団保育が困

難な児童を一時的に保育を提供 

カ 放課後児童健全育

成事業 
授業の終了後に児童厚生施設等を利用して

適切な遊び及び生活の場 
子どもの健全育成推

進部会 

キ 養育支援訪問事業 
養育支援が必要な状態にある家庭に対し

て，保健師等が家庭訪問を通じて，養育に

関する支援を実施 
支援を必要とする子

どものための部会 
ク 子育て短期支援事

業 

児童を養育している家庭の保護者が，疾病

や仕事等の事由によって，家庭における児

童の養育が一時的に困難となった場合に，

当該児童を児童福祉施設において一定期間

養育 

ケ 地域子育て支援拠

点事業 

子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

や子育て等に関する相談，地域における

親・子の育ちを支援する取組を実施 

「乳幼児期の子育て

支援」をテーマとした

共同部会（※） 

コ 子育て援助活動支

援事業 

育児の援助を受けたい方と育児の援助を行

いたい方による育児に関する相互援助活動

を支援 

サ 乳児家庭全戸訪問

事業 

保健師等が生後４か月までの乳児のいるす

べての家庭を訪問し，子育てに関する不安

や悩みの相談，必要な情報提供等を実施 

シ 妊婦に対する健康

診査 
妊娠期間中１４回の健康診査を，医療機関

等に委託して実施 
※ 親子いきいき保健部会，幼保推進部会，子どもの健全育成推進部会を共同開催 

別紙 



教育・保育提供区域の設定 

 
「子ども・子育て支援法」においては，提供区域ごとに，教育・保育や，地

域子ども・子育て支援事業について，量の見込みやその確保方策を示すことと

されています。 
そのうえで，対象となる給付・事業によって提供体制を確保すべき区域の単

位が異なるものと考えられることから，京都市では次のとおり，４層の区域設

定を行います。 
 

教育・保育 
提供区域 

設定の考え方 対象となる給付・事業 

第一次区域 
（１区域） 

広域で提供体制を確保する

必要があるもの 
・病児保育事業 
・子育て短期支援事業 
・妊婦に対する健康診査 

第二次区域 
（１４区域） 

区役所・支所保健福祉セン

ター子どもはぐくみ室単位

で事業を実施しているもの 

・利用者支援事業 
・養育支援訪問事業 
・子育て援助活動支援事業 
・乳児家庭全戸訪問事業 

第三次区域 
（３５区域） 

幼稚園，保育園（所），認

定こども園等の通園区域を

考慮して設定するもの 

・施設型給付 
（幼稚園，保育園（所），認定こども園） 
・地域型保育給付 
（小規模保育事業，家庭的保育事業，居

宅訪問型保育事業，事業所内保育事業） 
・時間外保育事業 
・一時預かり事業（一般形，幼稚園型） 

第四次区域 
（７０区域） 

身近な地域で提供体制を確

保する必要があるもの 
・放課後児童健全育成事業 
・地域子育て支援拠点事業 

 

参考 



 

地域子ども・子育て支援事業 事業調書                 

本市事業名 区役所・支所子どもはぐくみ室における相談・支援 

地域子ども・子育て

支援事業の種類 
利用者支援事業 

 
１ 事業概要 

区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ（全１４箇所）におい

て，以下の事業を実施 
○ 子どもに関する支援施策をワンストップで総合的に案内する「子育

て支援コンシェルジュ」の取組を実施 
○ 子育て支援施策等の活用や子育て支援機関等との連携により，地域

ぐるみで課題や困りを抱える子どもや子育て家庭に寄り添う支援を実

施 
○ 幼児教育・保育施設の利用者が多様な教育・保育施設や事業の中か

ら，自らのニーズにあったものを選択し円滑に利用できるよう，より

詳細な施設・事業所情報の提供や相談支援を実施 
○ 妊娠期から子どもの成長段階に応じた切れ目のない支援を行う総合

窓口として，母子保健に関する相談支援を実施 
   
２ 対象者 

  妊産婦，１８歳までの子ども及びその保護者 

 
３ 実施場所等 

  区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室（１４箇所） 
 
４ 教育・保育提供区域 

  第二次区域 

※ 当該事業は，実施主体が区役所・支所子どもはぐくみ室であり，事 

業を実施する区域も，当該区・支所内の児童等に限られるため。 
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○ 利用者支援事業 

 （京都市事業名） 

区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室における相談・支援 

担当局・課 子ども若者はぐくみ局（子ども家庭支援課） 

事業の 

趣旨・目的 

 子ども及びその保護者等や妊娠している方が教育・保育施設や地

域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう，身近な実施場所で

情報収集と提供を行い，必要に応じ相談・助言等を行うとともに，

関係機関との連絡調整等を実施するなどにより支援を行う。 

教育・保育 

提供区域 
第二次区域 

 

Ⅰ 平成３１年度までの当初の量の見込みと平成３０年度までの実績 

 １ 量の見込み及び提供体制の確保の内容 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

量の見込み 

（箇所） 
１４ １４ １４ １４ １４ 

確保方策 

（箇所） 
１４ １４ １４ １４ １４ 

 
 ２ 実績 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

箇所数 

（箇所） 
１４ １４ １４ １４ 

 
Ⅱ 事業計画策定に当たっての検討の視点 

 １ 第１期事業計画策定時（平成２６年度）の検討の視点 

 ○ 区役所・支所福祉部（福祉事務所）において，これまでから，市民からの保

育所入所，子育て支援施策等に関する相談に対応し，必要な支援を実施してい

ることから，量の見込みを区役所・支所数としています。 
  ○ 子ども・子育て支援新制度では，市町村事業として，保育を希望する保護者

の相談に応じて，児童の年齢や保護者の就労時間，預け先のニーズ等に合わせ

て，保育園（所）のほか，認定こども園や幼稚園（預かり保育を含む。），地域

型保育事業（小規模保育事業，家庭的保育事業，事業所内保育事業，居宅訪問

型保育事業），一時預かり事業等といった多様な施設・事業の中から適切なも

のを選択し円滑に利用できるよう，必要な情報提供を行い，支援を行うことと

されています。 
２ 中間見直し時（平成２９年度）の検討の視点 

   見直しは行わず，引き続き現在の提供体制を維持することとしました。 
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Ⅲ 現状と課題 

（１）全体 

  ○ 平成２９年５月８日に，利用者支援の更に充実を目的とし，福祉と保健の垣

根を取り払い，全１４区役所・支所に子どもに関する支援施策を所管する「保

健福祉センター子どもはぐくみ室」を設置しました。 
  ○ 保健福祉センター子どもはぐくみ室全１４箇所において，子どもに関する支

援施策をワンストップで総合的に案内する「子育て支援コンシェルジュ」の取

組を実施してきており，身近な地域の子育て支援施設や関係団体との連携を強

化していく必要があります。 
  ○ また，平成３１年４月からは，保健福祉センター子どもはぐくみ室において，

訪問や地域の関係機関と協力した見守り等によって状況を把握したうえで，課

題や困りを抱える子どもや子育て家庭に寄り添う支援を強化しており，児童虐

待の未然防止・再発防止を徹底する必要があります。 
（２）幼児教育・保育 

利用者が多様な教育・保育施設や事業の中から，自らのニーズにあったものを

選択し円滑に利用できるよう，より詳細な施設・事業所情報の提供や相談支援を

引き続き，行っていく必要があります。 
（３）母子保健 

平成２７年度から旧保健センター（現保健福祉センター子どもはぐくみ室）を

子育て世代包括支援センターとして位置づけ，妊娠期から子どもの成長段階に応

じた切れ目のない支援を行うための総合相談窓口として子育てに関する相談に応

じており，引き続き，必要な支援を実施していく必要があります。 
 
Ⅳ 次期プラン（令和２年度以降）における量の見込みと確保方策 

１ 量の見込み 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 

（箇所） 
１４ １４ １４ １４ １４ 

確保方策 

（箇所） 
１４ １４ １４ １４ １４ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２ 対応方針 

  （１）全体 

○ 保健福祉センター子どもはぐくみ室のすべての職員が「子育て支援コン

シェルジュ」として，子育ての悩みに「気づき」，支援へ「つなぐ」総合案

内窓口の機能を高め，子ども・子育てに係る各種施策のチラシ・パンフレッ

トの配架等の積極的な情報発信により，引き続き，利用者支援を更に充実

していきます。 
○ 身近な地域の子育て支援施設や関係団体と保健福祉センター子どもはぐ

くみ室の連携を強化し，地域の子育て支援ネットワークを発展させる中で，

よりきめ細かく利用者への相談・支援に対応していきます。 
○ 保健福祉センター子どもはぐくみ室において，子育て支援施策等の活用

や子育て支援機関等との連携により，地域ぐるみで課題や困りを抱える子

どもや子育て家庭に寄り添う支援を，引き続き展開していきます。 
  （２）幼児教育・保育 

○ 保健福祉センターに保育園（所）の入所相談に来られた保護者に対して，

ケースワーカーが児童の年齢や保護者の就労時間等に応じて，保育園（所）

のほか，認定こども園や幼稚園（預かり保育を含む。），地域型保育事業（小

規模保育事業，家庭的保育事業，事業所内保育事業，居宅訪問型保育事業），

一時預かり事業等といった多様な施設・事業の中からニーズに合うものを

選択し円滑に利用できるよう，引き続き，必要な情報提供を行い，支援を行

います。 
○ 保健福祉センターでの相談対応に活用できるよう，幼稚園（施設型給付

を受けない幼稚園を含む。）や保育園（所），認定こども園，小規模保育事業

等の情報をまとめたリーフレットを作成します。 
（３）母子保健 

○ 保健福祉センター子どもはぐくみ室において，引き続き，妊娠期から子

育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する相談に対応し，必要な情報

提供・助言等を行います。 

○ 妊娠届を提出した全ての妊婦に対して保健師が面接を行い，利用できる

子育て施策等をまとめた「妊娠期からの子育てサポートプラン」を渡し，切

れ目なく支援を受けることができるよう，オリジナルプランとしての活用

を勧めます。 

○ 妊娠届の提出等の機会を通じて把握した情報や乳幼児健康診査等の各種

母子保健事業，地域の関係機関から得た情報を基に，対象地域における全

ての妊産婦等の状況を継続的に把握し，手厚い支援を必要とする妊産婦等

を把握した場合は，個別の支援計画を策定します。支援計画は定期的に効

果を評価・確認しながら，必要に応じて見直しを行い，関係機関とも連携し

ながら妊産婦等を包括的・継続的に支えていきます。 



地域子ども・子育て支援事業 事業調書                 

本市事業名 

保育所拠点事業 
児童館事業 
京都市子育て支援活動いきいきセンター（つどいの広場）

事業 
こどもみらい館 

地域子ども・子育て

支援事業の種類 
地域子育て支援拠点事業 

 

１ 事業概要 

  子育ての不安感等を緩和し，子どもの健やかな育ちを支援することを目的

として，子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点を地域に設置するこ

とにより，子育て親子の交流の場の提供と交流の促進，子育て等に関する相

談，援助の実施，地域の子育て関連情報の提供，子育て及び子育て支援に関

する講習等の実施，子育て関連事業の利用に当たっての支援，地域における

親と子の育ちの支援を推進する。 

 

２ 対象者 

  京都市内の地域の子育て親子（主に３歳未満の乳幼児及び保護者） 
 
３ 実施場所等 

事業名 実施場所・箇所数 
保育所拠点事業（一般型） 市内１５箇所 
児童館事業（連携型） 市内１３１箇所 
つどいの広場（一般型） 市内３４箇所 
こどもみらい館（一般型） 市内１箇所 

                   （平成３１年３月末現在） 
 
４ 教育・保育提供区域 

 第四次区域 
 ※ 当該事業は，乳児，幼児を連れた保護者が移動できる距離を考慮して，

身近な地域で提供体制を確保する必要があるため。 

 

資料５－１ 



ケ 地域子育て支援拠点事業 

 （京都市事業名） 

保育所拠点事業，児童館事業，京都市子育て支援活動いきいきセンタ

ー（つどいの広場）事業，こどもみらい館 

担当局・課 子ども若者はぐくみ局（育成推進課，幼保総合支援室） 

事業の 

趣旨・目的 

 地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点を設

置し，地域の子育て支援機能の充実を図り，子育ての不安感等を緩和

し，子どもの健やかな育ちを支援することを目的とする。 

 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進，子育て等に関する相

談，援助，地域の子育て関連情報の提供，子育て及び子育て支援に関

する講習等の実施，子育て関連事業の利用を支援する取組，地域にお

ける親・子の育ちを支援する取組を実施している。 

教育・保育 

提供区域 
第四次区域 

 

Ⅰ 平成３１年度までの量の見込みと平成３０年度までの実績 

１ 量の見込み及び提供体制の確保の内容 

  ⑴ 京都市全域 

    (単位：人回)

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

量の見込み ４０４，８０６ ４２０，８０１ ４３１，６８５ ４５９，３８８ ４８９，３５７ 

確保方策 ４０４，８０６ ４２０，８０１ ４３１，６８５ ４５９，３８８ ４８９，３５７ 

 

  ⑵ 教育・保育提供区域別 

    別紙１参照 

 

２ 実績 

  ⑴ 京都市全域 

  (単位：人回)

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

量の見込み ４０７，４２７ ４２６，７９１ ３９７，７２３ 集計中 

確保方策 ４０７，４２７ ４２６，７９１ ３９７，７２３ 集計中 

 

  ⑵ 教育・保育提供区域別 

    別紙１参照 

 

 

 

 

資料５－２ 



Ⅱ プラン策定に当たっての検討の視点 

 １ プラン策定時（平成２６年度）の検討の視点 

  ○ 実施体制について 

    一部の山間地域の中学校区を除き，各中学校区で１箇所から複数箇所の拠点

事業を全市１８３箇所で実施する予定としていました。  

 

２ 中間見直し時（平成２９年度）の検討の視点 

   中間見直しの時点では，事業実施箇所数の減少に伴い，見込みからやや下方に

乖離していましたが，１箇所１日当たりの利用児童数では，１人未満の乖離であ

ることから，見直しを行わず，現行の受入体制を確保していくこととしました。 

 

Ⅲ 現状と課題 

 ①本市における事業名及び箇所数等 

事業名 
実施箇所数 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

保育所拠点事業（一般型） １７ １５ １５ 

児童館事業（連携型） １３１ １３１ １３１ 

つどいの広場（一般型） ３５ ３５ ３４ 

こどもみらい館（一般型） ― ― １ 

※ こどもみらい館については，平成３０年度から地域子育て支援拠点に位置づけている。 

※ 地域子育て支援拠点事業のほか，本市においては，地域子育て支援ステーション事業

や幼稚園における子育て相談を実施している。 

  

 ②１日当たりの利用児童数 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 ○ 平成２７年度の新たな取組として，子育て支援活動いきいきセンター（つどい

の広場）が有している知識・経験・場などの資源を活用し，身近な地域における

子育て支援拠点としての役割を一層果たせるよう，機能強化に取り組みました。

具体的には，これまでの事業に加え，つどいの広場職員が地域に出向き，地域の

身近な場所で交流事業等を実施する「出張ひろば」と地域の多様な世代との連携

による事業を実施する「地域支援」を５箇所で実施し，平成２８年度には，新た

に「出張ひろば」と「地域支援」を組み合わせた事業（以下，「充実事業」という。）

を新たに６箇所（計１１箇所）で実施しました。 

   また，平成２９年度には，充実事業について，さらに７箇所（計１８箇所）で

実施し，地域の子育て支援機能の拡充を図りました。 

見込

489,357397,723 459,388

見込 実績 見込 実績 見込 見込

426,791 431,685404,806 407,427 420,801

平成２９年度 平成３０年度

実績

181 181 181箇所数

０～２歳推計児童数に基づく量
の見込み(人回)

区分
平成３１年度

181183 183 183 183

平成２７年度 平成２８年度



 

Ⅳ 次期プラン（令和２年度以降）における量の見込み 

１ つどいの広場事業の拡充について 

   平成３０年度に実施した「子育て支援に関する市民ニーズ調査」（別紙２）によ

ると，利用者の割合は減少しています。 

   一方で，同調査の結果では，つどいの広場を利用していない保護者に比べ，利

用している保護者の方が子育てに不安又は負担を感じている割合が低くなって

おり，また，自身の子育てが地域の人に支えられていると感じている保護者ほど，

子育てを楽しいと感じている傾向となっています。 

これらの結果を踏まえ，令和２年度から令和６年度にかけて，つどいの広場を

少なくとも年間１箇所程度新規開設することで，在宅での子育てが中心となる乳

幼児期の子どもを持つ保護者の孤立を防ぎ，子育ての楽しさを感じられる環境を

整備します。 

 

２ 算出方法 

「年間開所日数」「施設数」及び過去の実績に基づき算出した「1箇所 1日当た

りの利用児童数（０～２歳）」をもとに，地域子育て支援拠点事業の事業ごとの量

の見込みを算出しました。そのうえで，それぞれの施設の位置やその施設に通う

ことが可能な児童数（０～２歳）等をもとに，第四次教育・保育提供区域ごとの

量の見込みを算出し，それらを足し合わせた数値を地域子育て支援拠点事業全体

の量の見込みとしました。 

 

 ３ 量の見込み                         (単位：人日) 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

量の見込み 420,406 420,016 422,200 424,384 426,568 

確保方策 420,406 420,016 422,200 424,384 426,568 

   

（分析） 

  
（参考） 

平成３０年度 
令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

量の見込み 459,388 420,406 420,016 422,200 424,384 426,568 

箇所数 181 180 180 181 182 183 

 



別紙１
教育・保育提供区域別

（単位：人回）

量の見込み 8,408 8,400 8,444 8,488 8,531
確保方策 8,408 8,400 8,444 8,488 8,531
量の見込み 7,988 7,980 8,022 8,063 8,105
確保方策 7,988 7,980 8,022 8,063 8,105
量の見込み 4,204 4,200 4,222 4,244 4,266
確保方策 4,204 4,200 4,222 4,244 4,266
量の見込み 5,886 5,880 5,911 5,941 5,972
確保方策 5,886 5,880 5,911 5,941 5,972
量の見込み 7,988 7,980 8,022 8,063 8,105
確保方策 7,988 7,980 8,022 8,063 8,105
量の見込み 2,102 2,100 2,111 2,122 2,133
確保方策 2,102 2,100 2,111 2,122 2,133
量の見込み 3,363 3,360 3,378 3,395 3,413
確保方策 3,363 3,360 3,378 3,395 3,413
量の見込み 4,624 4,620 4,644 4,668 4,692
確保方策 4,624 4,620 4,644 4,668 4,692
量の見込み 84 84 84 85 85
確保方策 84 84 84 85 85
量の見込み 420 420 422 424 427
確保方策 420 420 422 424 427
量の見込み 12,612 12,600 12,666 12,732 12,797
確保方策 12,612 12,600 12,666 12,732 12,797
量の見込み 9,669 9,660 9,711 9,761 9,811
確保方策 9,669 9,660 9,711 9,761 9,811
量の見込み 6,306 6,300 6,333 6,366 6,399
確保方策 6,306 6,300 6,333 6,366 6,399
量の見込み 4,624 4,620 4,644 4,668 4,692
確保方策 4,624 4,620 4,644 4,668 4,692
量の見込み 5,465 5,460 5,489 5,517 5,545
確保方策 5,465 5,460 5,489 5,517 5,545
量の見込み 5,045 5,040 5,066 5,093 5,119
確保方策 5,045 5,040 5,066 5,093 5,119
量の見込み 13,033 13,020 13,088 13,156 13,224
確保方策 13,033 13,020 13,088 13,156 13,224
量の見込み 3,363 3,360 3,378 3,395 3,413
確保方策 3,363 3,360 3,378 3,395 3,413
量の見込み 4,624 4,620 4,644 4,668 4,692
確保方策 4,624 4,620 4,644 4,668 4,692
量の見込み 3,784 3,780 3,800 3,819 3,839
確保方策 3,784 3,780 3,800 3,819 3,839
量の見込み 5,886 5,880 5,911 5,941 5,972
確保方策 5,886 5,880 5,911 5,941 5,972
量の見込み 5,045 5,040 5,066 5,093 5,119
確保方策 5,045 5,040 5,066 5,093 5,119
量の見込み 4,204 4,200 4,222 4,244 4,266
確保方策 4,204 4,200 4,222 4,244 4,266
量の見込み 3,363 3,360 3,378 3,395 3,413
確保方策 3,363 3,360 3,378 3,395 3,413
量の見込み 8,829 8,820 8,866 8,912 8,958
確保方策 8,829 8,820 8,866 8,912 8,958
量の見込み 5,465 5,460 5,489 5,517 5,545
確保方策 5,465 5,460 5,489 5,517 5,545
量の見込み 6,726 6,720 6,755 6,790 6,825
確保方策 6,726 6,720 6,755 6,790 6,825
量の見込み 5,886 5,880 5,911 5,941 5,972
確保方策 5,886 5,880 5,911 5,941 5,972
量の見込み 7,147 7,140 7,177 7,215 7,252
確保方策 7,147 7,140 7,177 7,215 7,252
量の見込み 6,306 6,300 6,333 6,366 6,399
確保方策 6,306 6,300 6,333 6,366 6,399
量の見込み 12,612 12,600 12,666 12,732 12,797
確保方策 12,612 12,600 12,666 12,732 12,797
量の見込み 7,567 7,560 7,600 7,639 7,678
確保方策 7,567 7,560 7,600 7,639 7,678
量の見込み 4,624 4,620 4,644 4,668 4,692
確保方策 4,624 4,620 4,644 4,668 4,692
量の見込み 3,363 3,360 3,378 3,395 3,413
確保方策 3,363 3,360 3,378 3,395 3,413
量の見込み 12,612 12,600 12,666 12,732 12,797
確保方策 12,612 12,600 12,666 12,732 12,797
量の見込み 3,784 3,780 3,800 3,819 3,839
確保方策 3,784 3,780 3,800 3,819 3,839

修学院

西賀茂

加茂川

旭丘

衣笠

上京

烏丸

嘉楽

二条

花背

大原

洛北

東山泉

下鴨

高野

近衛

岡崎

京都御池

中京

朱雀

北野

西ノ京

松原

開睛

凌風

音羽

大宅

安祥寺

花山

山科

勧修

下京

七条

八条

九条

洛南

令和２年度
第四次教育・
保育提供区域

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度



量の見込み 9,249 9,240 9,288 9,336 9,384
確保方策 9,249 9,240 9,288 9,336 9,384
量の見込み 420 420 422 424 427
確保方策 420 420 422 424 427
量の見込み 5,465 5,460 5,489 5,517 5,545
確保方策 5,465 5,460 5,489 5,517 5,545
量の見込み 6,726 6,720 6,755 6,790 6,825
確保方策 6,726 6,720 6,755 6,790 6,825
量の見込み 5,045 5,040 5,066 5,093 5,119
確保方策 5,045 5,040 5,066 5,093 5,119
量の見込み 8,829 8,820 8,866 8,912 8,958
確保方策 8,829 8,820 8,866 8,912 8,958
量の見込み 8,408 8,400 8,444 8,488 8,531
確保方策 8,408 8,400 8,444 8,488 8,531
量の見込み 6,306 6,300 6,333 6,366 6,399
確保方策 6,306 6,300 6,333 6,366 6,399
量の見込み 8,829 8,820 8,866 8,912 8,958
確保方策 8,829 8,820 8,866 8,912 8,958
量の見込み 8,829 8,820 8,866 8,912 8,958
確保方策 8,829 8,820 8,866 8,912 8,958
量の見込み 0 0 0 0 0
確保方策 0 0 0 0 0
量の見込み 841 840 844 849 853
確保方策 841 840 844 849 853
量の見込み 7,147 7,140 7,177 7,215 7,252
確保方策 7,147 7,140 7,177 7,215 7,252
量の見込み 8,408 8,400 8,444 8,488 8,531
確保方策 8,408 8,400 8,444 8,488 8,531
量の見込み 9,249 9,240 9,288 9,336 9,384
確保方策 9,249 9,240 9,288 9,336 9,384
量の見込み 11,351 11,340 11,399 11,458 11,517
確保方策 11,351 11,340 11,399 11,458 11,517
量の見込み 5,465 5,460 5,489 5,517 5,545
確保方策 5,465 5,460 5,489 5,517 5,545
量の見込み 3,784 3,780 3,800 3,819 3,839
確保方策 3,784 3,780 3,800 3,819 3,839
量の見込み 2,102 2,100 2,111 2,122 2,133
確保方策 2,102 2,100 2,111 2,122 2,133
量の見込み 2,522 2,520 2,533 2,546 2,559
確保方策 2,522 2,520 2,533 2,546 2,559
量の見込み 14,630 14,617 14,693 14,769 14,845
確保方策 14,630 14,617 14,693 14,769 14,845
量の見込み 9,249 9,240 9,288 9,336 9,384
確保方策 9,249 9,240 9,288 9,336 9,384
量の見込み 3,784 3,780 3,800 3,819 3,839
確保方策 3,784 3,780 3,800 3,819 3,839
量の見込み 8,408 8,400 8,444 8,488 8,531
確保方策 8,408 8,400 8,444 8,488 8,531
量の見込み 3,784 3,780 3,800 3,819 3,839
確保方策 3,784 3,780 3,800 3,819 3,839
量の見込み 2,943 2,940 2,955 2,971 2,986
確保方策 2,943 2,940 2,955 2,971 2,986
量の見込み 3,363 3,360 3,378 3,395 3,413
確保方策 3,363 3,360 3,378 3,395 3,413
量の見込み 12,612 12,600 12,666 12,732 12,797
確保方策 12,612 12,600 12,666 12,732 12,797
量の見込み 4,204 4,200 4,222 4,244 4,266
確保方策 4,204 4,200 4,222 4,244 4,266
量の見込み 5,886 5,880 5,911 5,941 5,972
確保方策 5,886 5,880 5,911 5,941 5,972
量の見込み 2,943 2,940 2,955 2,971 2,986
確保方策 2,943 2,940 2,955 2,971 2,986
量の見込み 4,624 4,620 4,644 4,668 4,692
確保方策 4,624 4,620 4,644 4,668 4,692
量の見込み 4,624 4,620 4,644 4,668 4,692
確保方策 4,624 4,620 4,644 4,668 4,692
量の見込み 3,363 3,360 3,378 3,395 3,413
確保方策 3,363 3,360 3,378 3,395 3,413
量の見込み 420,406 420,016 422,200 424,384 426,568
確保方策 420,406 420,016 422,200 424,384 426,568
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47.0 

77.9 

48.6 

42.5 

34.9 

42.1 

15.2 

38.5 

77.1 

22.5 

35.7 

26.5 

32.1 

16.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．子育て支援活動いきいき

センター（つどいの広場）

２．児童館

（乳幼児クラブ）

３．京都市営保育所

（地域での子育て支援活動）

４．民営保育園

（地域での子育て支援活動）

５．京都市立幼稚園

（教育相談）

６．私立幼稚園

（地域子育て相談事業）

不明・無回答

平成30年（N=3,191）

平成25年（N=3,008）

１．子育て支援活動いきいき

センター（つどいの広場）

２．児童館

（乳幼児クラブ）

３．京都市営保育所

（地域での子育て支援活動）

４．民営保育園

（地域での子育て支援活動）

５．京都市立幼稚園

（教育相談）

６．私立幼稚園

（地域子育て相談事業）

地域の子育て支援のための事業の利用等について 

問 19(1) 地域の子育て支援事業の利用等について，「Ａ」及び「Ｂ-１」についてお答えく

ださい。 

（○はそれぞれいくつでも）すでに利用している場合は，「現在」と「希望」の利

用回数を「Ｂ-２」の（ ）内にご記入ください。 

Ａ 知っている事業は，「２．児童館（乳幼児クラブ）」が 77.9％と最も高く，次いで「３．

京都市営保育所（地域での子育て支援活動）」が 48.6％，「１．子育て支援活動いきいきセン

ター（つどいの広場）」が 47.0％となっています。平成 25 年と比較すると，「３．京都市営

保育所（地域での子育て支援活動）」が 26.1 ポイント，「１．子育て支援活動いきいきセン

ター（つどいの広場）」が 8.5 ポイント高くなっています。 
Ｂ-１ 利用している事業は，「２．児童館（乳幼児クラブ）」が 38.6％と最も高く，次いで

「６．私立幼稚園（地域子育て相談事業）」が 16.6％，「１．子育て支援活動いきいきセンタ

ー（つどいの広場）」が 15.5％となっています。平成 25 年と比較すると，「２．児童館（乳

幼児クラブ）」が 6.6 ポイント低くなっています。 

◆Ａ 知っている     ◆Ｂ-１ 利用している 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※「３．京都市営保育所（地域での子育て支援活動）」…平成 25年は「３．京都市営保育所（あい・京（み

やこ）プラザ）」 

※「Ｂ-１ 利用している」は不明・無回答除く 

15.5 

38.6 

12.0 

12.2 

5.0 

16.6 

16.8 

45.2 

6.8 

13.5 

6.1 

11.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．子育て支援活動いきいき

センター（つどいの広場）

２．児童館

（乳幼児クラブ）

３．京都市営保育所

（地域での子育て支援活動）

４．民営保育園

（地域での子育て支援活動）

５．京都市立幼稚園

（教育相談）

６．私立幼稚園

（地域子育て相談事業）

平成30年（N=889）

平成25年（N=1,290）

１．子育て支援活動いきいき

センター（つどいの広場）

２．児童館

（乳幼児クラブ）

３．京都市営保育所

（地域での子育て支援活動）

４．民営保育園

（地域での子育て支援活動）

５．京都市立幼稚園

（教育相談）

６．私立幼稚園

（地域子育て相談事業）

別紙２ 
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39.8 

42.5 

49.0 
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23.8 

11.1 

22.2 

22.1 

3.3 

3.1 

3.1 

2.7 

5.3 

3.2 

3.9 

3.2 

5.0 

4.2 

3.3 

4.7 

6.0 

3.2 

4.3 

5.4 

1.1 

0.5 

1.0 

0.7 

0.7 

0.0 

1.0 

1.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=2,706）

子育て支援活動いきいきセンター（つどいの広場）

（N=191）

児童館（乳幼児クラブ）（N=478）

京都市営保育所（地域での子育て支援活動）

（N=149）

民営保育園（地域での子育て支援活動）（N=151）

京都市立幼稚園（教育相談）（N=63）

私立幼稚園（地域子育て相談事業）（N=207）

いずれも利用していない（N=1,817）

１．とても楽しい ２．楽しい

３．少し不安または負担を感じる ４．とても不安または負担を感じる

５．どちらともいえない 不明・無回答

子育て支援活動いきいきセンター

（つどいの広場）（N=191）

京都市営保育所（地域での子育て支援活動）

（N=149）

11 子育て支援・相談などについて 

≪問 25×問 19(1)Ｂ-１地域の子育て支援事業の利用状況別≫ 
［京都市立幼稚園（教育相談）］では『楽しい（「１．とても楽しい」と「２．楽しい」の

合計）』が８割を超えています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問 19(1) 

問 25 

※不明・無回答除く 



3 
 

27.7 

37.5 

30.9 

24.2 

21.1 

40.6 

38.2 

43.2 

42.4 

32.1 

21.8 

18.2 

18.4 

23.1 

31.2 

3.4 

1.4 

1.8 

3.8 

8.5 

4.9 

3.0 

4.7 

5.2 

5.7 

1.6 

1.7 

0.9 

1.3 

1.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=3,191）

とても感じる（N=296）

感じる（N=1,291）

あまり感じない（N=1,114）

感じない（N=436）

１．とても楽しい ２．楽しい

３．少し不安または負担を感じる ４．とても不安または負担を感じる

５．どちらともいえない 不明・無回答

≪問 25×問 39 自身の子育てが，地域の人に支えられていると感じるか別≫ 
自身の子育てが，地域の人に支えられていると感じている方ほど『楽しい（「１．とても

楽しい」と「２．楽しい」の合計）』の割合が高くなる傾向がみられます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問 39 

問 25 

※不明・無回答除く 



地域子ども・子育て支援事業 事業調書                  

本市事業名 
京（みやこ）いきいき子育てサポート事業 
（京都市ファミリーサポート事業） 

地域子ども・子育て

支援事業の種類 
子育て援助活動支援事業 

 

１ 事業概要 

  育児の援助を受けたい方（おねがいさん）と育児の援助を行いたい方（おま

かせさん）からなる会員組織として，「ファミリーサポートセンター」を設立

し，保育施設等の開始前や終了後の送迎及び子どもの預かり，学童保育終了後

の子どもの預かり，冠婚葬祭や学校行事の際の子どもの預かり等の育児・家事

援助サービスを行うことで，地域における会員同士の育児に関する相互援助活

動を支援する。 

 
２ 対象者（登録制） 

  （依頼会員（おねがいさん）） 

   京都市民又は京都市域に勤務する者で，指定の講習（１.５時間程度）を 

受講した妊婦又は１２歳までの子どもがいる者 

  （提供会員（おまかせさん）） 

   京都市民であって，指定の講習（７時間程度）を受講した満１８歳以上の者 

 

３ 実施場所等 

  提供会員宅を基本とするが，場合によっては依頼会員宅での活動も可能。 

  ※ ３箇月未満の乳児の援助は，依頼会員宅で依頼会員の在宅中に行う。 

 

４ 教育・保育提供区域 

  第二次区域（区役所・支所の管轄区域） 

※ 当該事業は，ファミリーサポートセンターの支部を，各区役所・支所ご

とに設置し，地域に密着した事業の展開を行っているため。 

 

 

資料６－１ 



コ 子育て援助活動支援事業 

 （京都市事業名） 

京（みやこ）いきいき子育てサポート事業（京都市ファミリーサポート

事業） 

担当局・課 子ども若者はぐくみ局（育成推進課） 

事業の 

趣旨・目的 

育児の援助を受けたい方（依頼会員：おねがいさん）と育児の援助を

行いたい方（提供会員：おまかせさん）からなる会員組織として，「フ

ァミリーサポートセンター」を設立し，地域における会員同士の育児に

関する相互援助活動を支援する。 

教育・保育 

提供区域 
第二次区域 

 

Ⅰ 平成３１年度までの量の見込みと平成３０年度までの実績 

 １ 量の見込み及び提供体制の確保の内容 

    (単位：人日)

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

量の見込み ２２，５９３ ２２，５９３ ２２，５９３ 
１５，４４０

(２２，５９３) 

１５，４４０

(２２，５９３) 

確保方策 ２２，５９３ ２２，５９３ ２２，５９３ 
１５，４４０

(２２，５９３) 

１５，４４０

(２２，５９３) 

※（ ）内の数値は，プラン策定当初時点（平成２６年度）のもの 

 

 ２ 実績 

    (単位：人日)

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

件数 
１４，３６８ １１，２８３ １０，１３２ ７，８３９ 

 

Ⅱ プラン策定に当たっての検討の視点 

 １ プラン策定時（平成２６年度）の検討の視点 

 ○ 本事業は，（公社）京都市児童館学童連盟に事業を委託し，同連盟内に本部として

の機能を有するファミリーサポートセンターを設置し，実施しています。 

 ○ また，同センターの支部を各区・支所ごとに児童館１４箇所に設置し，会員募集，

登録を始め，会員になるための講習会，レベルアップ講習会，会員からの相談対応

や会員間の交流事業の開催等，地域に密着した事業として安心して利用できるよう

取組を実施するとともに，利用会員数の拡大を図っており，策定当時の直近の依頼

会員の活動依頼実績件数をもとに量の見込みを検討しました。 

 

２ 中間見直し時（平成２９年度）の検討の視点 

   本事業に登録している依頼会員のうち実際に利用している会員の活動依頼実績件

数の最大値を量の見込みとすることにより，突発的な依頼の増加も想定した十分な

提供体制を確保しました。 

 

資料６－２ 



Ⅲ 現状と課題 

 ○ 想定される最大の見込みに対する提供枠を確保しましたが，「育児休業，介護休業

等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正に伴う労働環境の変

化等により，保育所・幼稚園への送迎やその前後の預かりで利用していた家庭が減

少したことなどから，大きな乖離がみられました。 

 ○ 平成３０年度は，４８回の依頼会員登録会と，４回の提供会員・両方会員向け講

習会を実施しましたが，平成３０年度末時点の提供会員，依頼会員，両方会員を合

計した会員数は平成２９年度末と比べてほぼ同数でした（９名減少）。 

 ○ 平成３０年度に実施した「子育て支援に関する市民ニーズ調査」によると，「利用

したことがある」と回答した者の割合は平成２５年度と比べて減少しており，また，

今後「利用を希望する」と回答した者の割合も減少しています（別紙１参照）。しか

し，あらゆる依頼に対応するため，引き続き提供会員を十分に確保していく必要が

あります。 

 

Ⅳ 次期プラン（令和２年度以降）における量の見込み 

１ 算出方法（別紙２参照） 

 依頼会員を活動回数に基づき区分したうえ，区分ごとに「依頼会員の数」に「活動

回数の最大値」を乗じて得た数を合計して算出しました。 

 算出に当たり，「依頼会員の数」には平成３０年度の実績を用いていることで，直

近の活動実績に則した量を見込めるようにしました。また，「活動回数の最大値」を

用いたのは，他の施策を補完するという本事業の特性に鑑みて，仮に依頼が増加した

場合にも対応することができる体制を確保しようとしたものです。 

 なお，この算出方法は平成２９年度の見直し時にも採用したものであり，今回は，

実態により近い量を見込むため，活動回数の区分をより細く分けるという調整を行

いました。 

  （例）１～５回依頼した依頼会員が１７０人 → １７０×５＝８５０（人日） 

  ６～１０回依頼した依頼会員が６７人 → ６７×１０＝６７０（人日） 

 

 ２ 量の見込み                         (単位：人日) 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み ８，７８０ ８，７８０ ８，７８０ ８，７８０ ８，７８０ 

確保方策 ８，７８０ ８，７８０ ８，７８０ ８，７８０ ８，７８０ 

 

３ 対応方針 

 市民しんぶんでの講習会の開催通知や各区役所・支所保健福祉センター子どもは

ぐくみ室及び図書館へのチラシ配架等，引き続き広報活動を行い，提供体制の確保に

努める。 

 あわせて，会員同士の交流会の実施等，依頼会員に安心して利用していただける取

組を充実させていきます。 
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4.7 

3.6 

6.0 

5.4 

88.3 

89.3 

1.0 

1.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成30年（N=3,202）

平成25年（N=2,649）

１．利用している/利用したことがある

２．会員登録はしているが，利用したことはない

３．利用したことはない

不明・無回答

2.3 3.0 30.7 59.5 4.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成20年（N=1,747）

１．利用している/利用したことがある

２．会員登録はしているが，利用したことはない

３．知っているが，利用したことはない

４．知らなかったので，利用したことはない

不明・無回答

 ファミリーサポート事業の利用について 

問 19(1) ファミリーサポート事業を利用したことがありますか。（○は１つ） 

「３．利用したことはない」が 88.3％と最も高く，次いで「２．会員登録はしているが，利用

したことはない」が 6.0％となっています。 

平成 25 年と比較すると，特に大きな差はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1

　　　　別添１
別紙１
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9.4 

10.7 

5.4 

20.1 

5.4 

10.7 

47.0 

6.0 

7.3 

9.4 

8.3 

20.8 

6.3 

9.4 

38.5 

11.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

１．放課後の時間の主な預かり事業として

利用している

２．学童クラブの利用で足りない時間を補う

目的で利用している（朝・夕等）

３．子どもが軽度の病気あるいは病気回復期に

利用している

４．祖父母や近所の人・友人等に預かって

もらえない時に利用している

５．親の冠婚葬祭や買い物等の外出の際に

利用している

６．学童クラブ等の送り迎えに利用している

７．その他

不明・無回答

平成30年（N=149） 平成25年（N=96）

１．放課後の時間の主な預かり事業として

利用している

２．学童クラブの利用で足りない時間を補う

目的で利用している（朝・夕等）

３．子どもが軽度の病気あるいは病気回復期に

利用している

４．祖父母や近所の人・友人等に預かって

もらえない時に利用している

５．親の冠婚葬祭や買い物等の外出の際に

利用している

問 19(1)で「１」と答えた方 

問 19(2) 事業を利用している目的は何ですか。（○はいくつでも） 

その他を除き，「４．祖父母や近所の人・友人等に預かってもらえない時に利用している」が

20.1％と最も高く，次いで「２．学童クラブの利用で足りない時間を補う目的で利用している（朝・

夕等）」「６．学童クラブ等の送り迎えに利用している」が 10.7％となっています。 

平成 25 年と比較すると，特に大きな差はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2
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問 19(1)で「１」と答えた方 

問 19(3) 現在どの程度利用しており，希望としてはどのくらい利用したいですか。それぞれの

（ ）内に回数と時間をご記入ください。 

１月あたりの利用回数は，①現在，②希望ともに「２回」の割合が最も高くなっています。１

回あたりの利用時間は，①現在では「１時間～２時間」，②希望では「３時間～４時間」の割合が

最も高くなっています。 

①現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※不明・無回答除く 

  

25.9 

29.6 

3.7 

7.4 

3.7 

3.7 

25.9 

43.4 

21.4 

6.9 

6.9 

6.9 

0.0 

14.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回以上

１月あたり

利用回数
平成30年（N=27）

平成25年（N=14）

44.8 

41.4 

6.9 

6.9 

50.0 

39.9 

0.0 

10.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１時間～２時間

３時間～４時間

５時間～６時間

７時間以上

１回あたり

利用時間
平成30年（N=29）

平成25年（N=20）

31.8 

36.4 

0.0 

4.5 

13.6 

4.5 

9.1 

0.0 

25.0 

25.0 

0.0 

8.1 

0.0 

41.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回以上

１月あたり

利用回数
平成30年（N=22）

平成25年（N=12）

34.8 

43.5 

13.0 

8.7 

61.5 

31.1 

7.4 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１時間～２時間

３時間～４時間

５時間～６時間

７時間以上

１回あたり

利用時間
平成30年（N=23）

平成25年（N=13）

3
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70.6 

6.6 

7.1 

17.4 

2.8 

8.6 

8.8 

8.9 

17.6 

4.3 

1.9 

5.4 

70.2 

4.7 

5.0 

13.0 

2.0 

6.5 

4.1 

7.8 

16.9 

2.7 

3.6 

5.1 

68.0 

7.5 

10.0 

19.7 

6.5 

6.3 

10.4 

0% 20% 40% 60% 80%

１．特に利用する必要がない／なかった

２．会員登録をしなければならない

３．事前説明会に参加しなければならない

４．急に利用しにくい

５．利用したい時間帯と事業の実施時間が

合わない

６．利用料がかかる・高い

７．事業の質に不安がある

８．事業の対象者や利用方法（手続き等）が

わからない

９．そのような事業があることを知らなかった

10．その他

11．特に理由はない

不明・無回答

平成30年（N=3,021）

平成25年（N=2,510）

平成20年（N=588）

５．利用したい時間帯と事業の実施時間が

合わない

８．事業の対象者や利用方法（手続き等）が

わからない

問 19(1)で「２」または「３」と答えた方 

問 19(4) 利用していない理由は何ですか。（○はいくつでも） 

「１．特に利用する必要がない／なかった」が 70.6％と最も高く，次いで「９．そのような事

業があることを知らなかった」が 17.6％，「４．急に利用しにくい」が 17.4％となっています。 

過去調査と比較すると，特に大きな差はみられません。 
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7.4 

12.1 

70.3 

66.9 

22.2 

21.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成30年（N=3,021）

平成25年（N=2,510）

１．利用を希望する ２．特に利用を希望しない 不明・無回答

問 19(1)で「２」または「３」と答えた方 

問 19(5) 今後，ファミリーサポート事業の利用を希望しますか。（○は１つ） 

「１．利用を希望する」が 7.4％，「２．特に利用を希望しない」が 70.3％となっています。 

平成 25 年と比較すると，「１．利用を希望する」が 4.7 ポイント低くなっています。 
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                                     別紙２ 

 

＜活動回数別依頼会員数と量の見込み（平成３１年３月末現在）＞ 

 

回数 
依頼会員

（人） 

見込み数

（人日） 
 回数 

依頼会員

（人） 

見込み数

（人日） 

0 回 5,535 0  111～115 回 1 115 

1～5 回 170 850  116～120 回 0 0 

6～10 回 67 670  121～125 回 2 250 

11～15 回 17 255  126～130 回 0 0 

16～20 回 23 460  131～135 回 2 270 

21～25 回 17 425  136～140 回 1 140 

26～30 回 12 360  141～145 回 0 0 

31～35 回 13 455  146～150 回 2 300 

36～40 回 7 280  151～155 回 0 0 

41～45 回 7 315  156～160 回 0 0 

46～50 回 3 150  161～165 回 1 165 

51～55 回 4 220  166～170 回 0 0 

56～60 回 2 120  171～175 回 0 0 

61～65 回 4 260  176～180 回 1 180 

66～70 回 3 210  181～185 回 0 0 

71～75 回 2 150  186～190 回 0 0 

76～80 回 3 240  191～195 回 1 195 

81～85 回 3 255  196～200 回 0 0 

86～90 回 5 450  201～205 回 0 0 

91～95 回 1 95  206～210 回 1 210 

96～100 回 0 0  ┇   

101～105 回 1 105  401～405 回 1 405 

106～110 回 2 220  合計 5,914 8,775 

 

・30 年 4月～31 年 3 月末までの稼働している依頼会員数：379 名 

・30 年 4月～31 年 3 月末までの稼働している提供会員数：212 名 

 

※各会員の実績に両方会員の活動実績を含む。 
 



地域子ども・子育て支援事業 事業調書                  

本市事業名 新生児等訪問指導事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

地域子ども・子育て

支援事業の種類 
乳児家庭全戸訪問事業 

１ 事業概要 

  乳児の健全な発育と母親の健康増進を図ることを目的として，区役所・支

所保健福祉センター子どもはぐくみ室職員又は母子保健訪問指導員（保健

師，助産師，看護師）が生後４箇月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し，

保健指導や子育てに関する不安や悩みの相談，必要な情報提供等を行うこと

により，乳児家庭の孤立化を防ぐとともに適切な支援につなぐ。 
  

２ 対象者 
  市内に居住している生後４箇月までの乳児のいるすべての家庭 

 

３ 教育・保育提供区域 

  第二次区域 

※ 当該事業は，実施主体が区役所・支所保健福祉センター子どもはぐく

み室であり，事業を実施する区域も，当該区役所・支所内の乳児等に限

られるため。 
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 乳児家庭全戸訪問事業 

 （京都市事業名）新生児等訪問指導事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

担当局・課 子ども若者はぐくみ局（子ども家庭支援課） 

事業の 

趣旨・目的 

 母子保健法第１１条，第１７条及び児童福祉法第２１条の１０の

３を根拠に，生後４箇月までの乳児のいるすべての家庭に対して，

家庭訪問による保健指導を行うことにより，乳児家庭の孤立化を防

ぎ，育児環境を整え，適切な支援に繋ぐとともに，乳児の健全な発

育と母親の健康増進を図ることを目的とします。 

教育・保育 

提供区域 
第二次区域 

 

Ⅰ 平成３１年度までの量の見込みと平成３０年度までの実績 

 １ 量の見込み及び提供体制の確保の内容 

    (単位：人)

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

量の見込み １１，１４６ １１，０７４ １１，００２ １０，９２４ １０，８７１ 

確保方策 

実施機関：保健

センター・支所 

実施職員：保健

センター・支所

保健師，母子保

健訪問指導員 

実施機関：保健

センター・支所 

実施職員：保健

センター・支所

保健師，母子保

健訪問指導員 

実施機関：子ど

もはぐくみ室

実施職員：子ど

もはぐくみ室

保健師，母子保

健訪問指導員 

実施機関：子ど

もはぐくみ室

実施職員：子ど

もはぐくみ室

保健師，母子保

健訪問指導員 

実施機関：子ど

もはぐくみ室

実施職員：子ど

もはぐくみ室

保健師，母子保

健訪問指導員 

 

 ２ 実績 

    (単位：人)

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

件数 １０，６８７ １０，５７６ １０，１０２ １０，２４７  

 

Ⅱ プラン策定に当たっての検討の視点 

 １ プラン策定時（平成２６年度）の検討の視点 

  ○ 本市では，生後４箇月までの乳児のいるすべての家庭を訪問する当該事業を，

母子保健事業による新生児等訪問指導事業と併せて，各区役所・支所保健部（平

成２９年５月８日以降は，子どもはぐくみ室）の専門職が訪問活動を実施して

います。 

  ○ 量の見込みについては，全戸訪問を目指す事業であることから，平成２５年

度までの出生数から算出した平成２７年度以降の出生数の見込み量としまし

た。 

 

２ 中間見直し時（平成２９年度）の検討の視点 

   見直しは行わず，引き続き提供体制を維持することとしました。 
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Ⅲ 現状と課題 

 ○ 本事業の訪問率は概ね９４％台で推移しており，未訪問家庭に対しては，時間

帯や曜日を変更するなど，すべての家庭に訪問できるよう努めています。 

 ○ 未訪問家庭の内訳として，里帰り出産等で市内に不在であるケース等が含まれ

ているが，保護者に直接連絡を取るなどの方法により，訪問対象家庭の全数につ

いての状況は把握しており，乳幼児健診等で改めて面談を行うといった対応をし

ています。 

 ○ 訪問家庭の中で，産後うつなど精神的に不安定であったり，周囲に支援者がい

ない，双子の子育てをしているなど不安を抱えている母親に対し，育児相談や母

親の健康管理及び子育てに関する情報提供等を行っており，養育支援が必要な場

合には，家庭訪問型継続的個別支援など適切な制度・施策に繋げています。 

 

【参考】年度別出生児に対する訪問率 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 次期プラン（令和２年度以降）における量の見込み 

１ 算出方法 

   全戸訪問を目指す事業であることから，量の見込み数は，各年度の推定出生数

とします。 

 

 ２ 量の見込み 

 (単位：人)（小数点以下四捨五入） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

北 ６４２ ６２９ ６１８ ６０７ ５９９ 

上京 ４３７ ４３２ ４２７ ４２２ ４１８ 

左京 １，００９ ９８３ ９６４ ９５１ ９３８ 

中京 ７７７ ７６９ ７６３ ７５５ ７５１ 

東山 １７４ １６８ １６６ １６３ １６０ 

山科 ８７５ ８５１ ８３９ ８２２ ８１２ 

下京 ５８５ ５７３ ５６３ ５５１ ５４５ 

南 ８６６ ８６３ ８６６ ８６６ ８６８ 

右京 １，３６５ １，３３０ １，３０４ １，２８７ １，２７３ 

西京 ８８４ ８７３ ８６２ ８５３ ８４８ 

洛西 ２４２ ２３１ ２２１ ２１１ ２０１ 

伏見 １，１６４ １，１３４ １，１０８ １，０８０ １，０６１ 

深草 ４０９ ４０２ ３９８ ３９４ ３９２ 

醍醐 ２６８ ２５７ ２４９ ２４０ ２３３ 

 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

対象者数（人） 11,373 11,376 11,488 11,154 10,962 

新生児等訪問（件） 10,776 10,727 10,816 10,539 10,291 

実施率（％） 94.8 94.3 94.2 94.5 93.9 



                         (単位：人日) 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み ９，６９９ ９，４９６ ９，３４９ ９，２００ ９，０９９ 

確保方策 実施機関：区役

所・支所子ども

はぐくみ室 

実施職員：保健

師，保育士，母子

保健訪問指導員 

実施機関：区役

所・支所子ども

はぐくみ室 

実施職員：保健

師，保育士，母子

保健訪問指導員 

実施機関：区役

所・支所子ども

はぐくみ室 

実施職員：保健

師，保育士，母子

保健訪問指導員 

実施機関：区役

所・支所子ども

はぐくみ室 

実施職員：保健

師，保育士，母子

保健訪問指導員 

実施機関：区役

所・支所子ども

はぐくみ室 

実施職員：保健

師，保育士，母子

保健訪問指導員 

 

 ３ 対応方針 

  ○ 出生数の減少に伴い，各区・支所とも訪問件数の減少を見込んでいます。見 

込み量が最大値となる令和２年度において，各行政区のうち見込み量が最も大

きい右京区では１，３６５件を見込んでおり，想定実働日２１９日で換算する

と，１日あたり約６．２件です。 

  ○ この件数について，右京区子どもはぐくみ室職員１０人及び母子保健訪問指 

導員１０人の計２０人で対応するため，現在の体制を維持することで，提供体

制は十分確保できるものと考えます。 



   

地域子ども・子育て支援事業 事業調書                  

本市事業名 京都市妊産婦健康診査 

地域子ども・子育て

支援事業の種類 
妊婦に対する健康診査 

 
１ 事業概要 

  妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援体制の構築や，妊産婦の健

康管理の充実及び経済的負担の軽減を図ることを目的とし，国が望ましい

としている妊娠期間中１４回の健康診査（基本健診，血液検査，免疫検査，

Ｂ群溶血性レンサ球菌検査，ＨＩＶ抗体値検査，子宮頸がん検査，超音波

検査等）を医療機関等に委託して実施し，その費用を公費で負担する。 

  また，産後うつや新生児への虐待等を予防することを目的として，出産

後間もない時期の産婦に対する最大２回の健康診査についても，その費用

を公費で負担する。 

 

２ 対象者 

  市内に居住する妊産婦 
 
３ 実施場所等 

  委託医療機関等 
 
４ 教育・保育提供区域 

  第一次区域 
※ 当該事業は，京都市内の医療機関のみならず，全国の医療機関に委 
託して実施するため。 
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 妊婦に対する健康診査 

 （京都市事業名） 

京都市妊産婦健康診査 

担当局・課 子ども若者はぐくみ局（子ども家庭支援課） 

事業の 

趣旨・目的 

 母子保健法第１３条に基づく妊産婦健康診査を実施し，その費用

を公費負担することにより，妊産婦の健康管理の充実及び経済的負

担の軽減を図ることを目的とする。 

教育・保育 

提供区域 
第一次区域 

 

Ⅰ 平成３１年度までの量の見込みと平成３０年度までの実績 

 １ 量の見込み及び提供体制の確保の内容 

    (単位：人回)

  平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

量の 

見込み 

妊婦健康診 

査受診券 

使用枚数 

１３７，３４０ １３６，１０８ １３４，８９９ １３３，７０１ １３２，５１５ 

確保 

方策 

実施 

場所 
妊婦健康診査委託医療機関において実施 

 

 ２ 実績 

    (単位：人回)

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

妊婦健康診査

受診券 

使用枚数（※） 

（人回） 

１４２，５３８ １３７，８５９ １３３，７３１ １２５，８７０  

  （※）基本健診のみの使用枚数 

 

Ⅱ プラン策定に当たっての検討の視点 

 １ プラン策定時（平成２６年度）の検討の視点 

  ○ 妊娠期間中に望ましい１４回の妊婦健康診査を受診するには，「妊娠１１週

以下での届出」が必要となります。 

  ○ 量の見込みについては，当該事業の過去５年間の実績による「平均前年度比」

を算出し，平成２４年度の実績にそれらを乗じることにより算出しました。 

 

２ 中間見直し時（平成２９年度）の検討の視点 

   見直しは行わず，引き続き現在の提供体制を維持することとしました。 
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Ⅲ 現状と課題 

 ○ 近年，出産年齢の上昇等によって，健康管理がより重要となる妊婦が増加傾向

にあり，母体及び胎児の健康を図るうえで妊婦に対する保健指導及び健康診査の

重要性や必要性が一層高まっていることから，国の通知に基づき，回数や検査内

容の拡充等に努めていく必要があります。 

○ また，妊娠１１週目までの届出率が向上していることもあり，交付枚数に対す

る使用率が基本受診券で８０％超，追加受診券で９０％前後を推移していますが，

引き続き，全ての妊婦が１４回の健診を効率的に受診できるよう，妊娠後の早期

届出や未受診者への受診勧奨，制度の周知を図っていく必要があります。 

（参考）妊娠１１週までの届出率について 

項目 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

妊娠１１週 

までの届出率 
９４.５％ ９３.４％ ９３．７％ ９３．１％ ９３．４％ 

○ さらに，産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図る観点から，出産後間も 

ない時期の支援が必要な産婦を把握し，速やかに適切な支援につなげていく必要

があるため，平成２９年度から産婦健康診査の費用助成（産婦健診ホッとサポー

ト）を開始しました。 

 

Ⅳ 次期プラン（令和２年度以降）における量の見込み 

１ 算出方法 

   当該事業の量の見込みを算定するに当たって，妊婦受診券については，当該事

業の妊婦受診券綴交付数の平成２６年度から平成３０年度までの過去５年間の

実績による「平均前年度比」を算出し，平成３０年度の実績からそれを乗じてい

くことで，令和２年度から令和６年度までの妊産婦受診券綴想定交付数を算出し

たうえで，平成２６年度から平成３０年度の平均使用枚数（約１１．７枚）を乗

じることにより量の見込みを行います。 

   産婦受診券については，平成２９年度から事業を開始しており，過去５年間の

平均前年度比や平均使用枚数を算出することができないため，上記により算出し

た妊産婦受診券綴想定交付数に，平成３０年度の平均使用枚数（約１．４７枚）

を乗じることにより量の見込みを行います。 

 

 （参考）妊娠届出件数及び受診券交付数                

項目  平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

妊娠届出件数 

（母子健康手帳交付数） 
１１，９５８ １２，０３１ １０，１１２ １０，９９３ １０，４１９ 

妊婦受診券 

交付数 
１２，４６８ １２，２９３ １１，６４３ １１，２３２ １０，７９９ 

 



 （参考）交付した妊婦受診券（基本受診券１４枚＋追加受診券１４枚）全体の使用率 

項目  平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

妊婦受診券使用率 ８５．５％ ８７．０％ ８８．２％ ８８．７％ ８７．０％ 

 
 

 ２ 量の見込み                        （単位：人回） 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の 

見込み 

妊婦健康診 

査受診券 

使用枚数 

１１９，７５３ １１６，７２５ １１３，７７３ １１０，８９６ １０８，０９１ 

産婦健康 

診査受診券 

使用枚数 
１５，０４７ １４，６６７ １４，２９６ １３，９３４ １３，５８２ 

確保 

方策 

実施 

場所 
妊産婦健康診査委託医療機関において実施 

 

 

３ 対応方針 

  引き続き，委託医療機関の拡充に努め，提供体制を確保します。 

なお，他都市の医療機関において，医療機関の事情等により京都市と委託契約 

が締結できず，妊産婦がやむを得ない理由により受診券を使用できなかった場合 

は，償還払いで対応します。 



「子ども・若者に係る総合的な計画（仮称）」の策定について 

 
 現在の本市の子ども・若者に係る計画である「京都市未来こどもはぐくみプラン」，

「はばたけ未来へ！京都市ユースアクションプラン」，「京都市貧困家庭の子ども・

青少年対策に関する実施計画」については，令和２年度を始期とする後継計画を策定

する際に一体化し，「子ども・若者に係る総合的な計画（仮称）（以下「新計画」と

いう。）」として策定することとしております。 
 昨年度末に開催した本審議会の全体会議において，新計画のコンセプト及び重点事

項について意見聴取を行っており，検討状況を御報告いたします。 
 
１ 新計画の対象 

  新計画では，子ども・若者育成推進法における子ども・若者育成支援推進大綱に

則し，「子ども・若者」という用語を使用し作成します。 
  新計画における「子ども・若者」の範囲は，０歳から概ね３０歳未満の者としま

すが，施策によっては，４０歳未満までのポスト青年期の者も対象とします。 
  なお，新計画は複数の計画を一体的に策定するものであり，各計画における対象

者の呼称・年齢区分は法令等により様々であることから，施策によっては，「児童」，

「生徒」，「青少年」等の用語を併用する予定をしております。 
子ども： 乳幼児期，学童期及び思春期の者。 
若 者： 思春期，青年期の者。施策によっては，４０歳未満までのポスト青年期の者

も対象とする。 
青少年： 乳幼児期から青年期までの者。 
 ※ 乳幼児期は，義務教育年齢に達するまでの者。 
 ※ 学童期は，小学生の者。 
 ※ 思春期は，中学生から概ね１８歳までの者。 
   なお，思春期は，子どもから若者への移行期として，施策により，子ども・若者

のそれぞれに該当する場合がある。 
 ※ 青年期は，概ね１８歳から概ね３０歳未満までの者。 
 ※ ポスト青年期は，青年期を過ぎ，大学等において社会の各分野を支え，発展させ

ていく資質・能力を養う努力を続けている者や円滑な社会生活を営む上で困難を有

する４０歳未満の者 
 
２ 新計画の構成について（案） 

  新計画の作成に当たっては，新計画の本編である第Ⅲ部を，「目指すまち」や「重

点項目」を記載する「総論」と，新計画に包含する各計画を記載する「各論」に分

けて掲載するなど，市民が目にすることを踏まえ，読みやすく，分かりやすい計画

になるよう作成してまいります。 

  ※ 新計画の構成については別紙１を参照 

 

３ 新計画のコンセプトについて（案） 

  新計画は，以下のコンセプトのもとに策定したいと考えており，令和２年度以降

は，「目指すまち」を実現するための「充実施策」や「新規施策」を推進していき

たいと考えております 

資料９ 



  ※ コンセプトの詳細は別紙２を参照 

≪新計画のコンセプト≫ 

 【策定の基本理念】 

京都で育ち合い，学び合った子どもや若者が将来の展望を持って成長する

とともに，京都に住み，働く人が幸せと希望を感じ，暮らし続けたいと思え

るまちを実現する。 

また，「妊娠前から子ども・若者までの切れ目ない支援」を更に推進し，

結婚・出産・子育ての希望を持つすべての人の想いを叶え，京都市ならでは

の市民力・地域力・文化力を結集した「市民の生き合う力」を高め，進行す

る少子化に立ち向かう。 

 

 【目指すまちのすがた】 

  すべての子ども・若者・子育て家庭を大切に！ 

      笑顔あふれる『子育て・「共育」環境日本一』のまち 

 
４ 今後について 

  本審議会の全体会議，部会及び共同部会において，引き続き意見聴取を行い，今

年度中の新計画策定に向け，検討を進めていきます。 

【主なスケジュール（予定）】 

 令和元年６月～９月   審議会の全体会議，部会及び共同部会の開催 
     ９月～１０月  パブリック・コメントの実施 
    １０月～１２月  審議会の全体会議，部会及び共同部会の開催 
 令和２年１月      新計画の策定 



新計画骨子 

 
 ≪現行の計画≫                                     ≪新計画（案）≫ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

京都市未来こどもはぐくみプラン  

 第Ⅰ部 計画の趣旨 
 第Ⅱ部 子どもと家庭を取り巻く状況 
 第Ⅲ部 計画の内容 市町村行動計画，子ども・若者計画の一部 
  第１章 子どもを社会の宝として市民・地域ぐるみで子育てを支え合う 
     子育て支援の風土づくり 
  第２章 次世代を育むすべての家庭を支援し支え合うまちづくり 
  第３章 子どもを安心して生み健やかに育てることのできるまちづくり 
      京都市 母子保健計画 
  第４章 安心して子育てできる幼児教育・保育の充実 
  第５章 放課後の子どもの居場所づくり 
      京都市 放課後子ども総合プラン 
  第６章 伝統と文化を受け継ぎ，次代と自らの未来を切り拓く 
     子どもたちを育むまちづくり 
  第７章 支援を必要とする子どもや家庭を大切にするまちづくり 
      京都市 家庭的養護推進計画 
  第８章 ひとり親家庭の自立促進 
      京都市 ひとり親家庭自立促進計画 
  第９章 すべての家庭を支える子育て支援施策の充実 
      京都市 子ども・子育て支援事業計画 
 第Ⅳ部 計画の推進体制 

京都市ユースアクションプラン 子ども・若者計画の一部 

 第１部 計画の趣旨 
 第２部 青少年を取り巻く状況 
 第３部 計画の内容（改定版） 
    １ 行動計画の体系 
    ２ 行動計画の施策とその展開 
     Ⅰ 生き方デザインの形成支援 
     Ⅱ 困難を有する青少年がよりよく生きるため 
      の支援 
 第４部 計画の推進 

京都市貧困家庭の子ども・青少年対策に関する実施計画 

 第１章 実施計画策定の基本的な考え方 
 第２章 貧困家庭の子ども等の状況 
    １ アンケート調査による実態把握 
    ２ 関係団体・施設等ヒアリング 
    ３ 子ども等の生活状況等実態把握の結果 
 第３章 京都市における貧困家庭の子ども等対策 
    １ 貧困家庭の子ども等対策の方向性と施策の体系 
     ⑴ 実態把握から見えてきた，貧困家庭の子ども 
      等を取り巻く課題 
     ⑵ 施策推進の方向性 
     ⑶ 施策の体系 
    ２ 貧困家庭の子ども等対策に資する具体的な施策 
    ３ 計画の推進 

子ども・若者に係る総合的な計画  

第Ⅰ部 計画の趣旨 

     計画の背景・位置付け・計画期間・計画の対象 
第Ⅱ部 子育て家庭・子ども・若者を取り巻く状況 

     ニーズ調査等の結果から見る本市の状況 
 

第Ⅲ部 計画の基本的な考え方  【総論】 

  第１章 計画の基本理念と目指すまちづくり 

  １ 策定の基本理念＋目指すべきまちのすがた 
   ２ はぐくみ文化が息づき，社会全体で子ども・若者を育む風土の醸成 

    ３ 計画策定の視点 
第２章 目指すまちのすがたを実現し，切れ目のない支援を推進するための重点項目 

   重点１ 安心して妊娠・出産できる環境づくりと子どもの学びと育ち合い 

   重点２ 若者のライフデザイン形成への支援 
   重点３ 子育て家庭・子ども・若者の孤立防止 
   重点４ 特別な支援を要する子ども・若者やその家庭への支援 
   重点５ はぐくみ文化を推進するネットワーク機能の強化 

  重点６ 真のワーク・ライフ・バランスの更なる促進 

 

第Ⅳ部 計画の内容  【各論】 

  第１章 ライフステージに応じた子ども・若者の成長 

   妊娠・出産期～乳幼児期 

 １ 母子保健 

乳幼児期～学童期 

２ 乳幼児期の子育て支援 

   ３ 幼児教育・保育  

   学童期～思春期 

    ４ 子どもの教育環境 

    ５ 放課後の子どもたちの居場所づくり 

  思春期～青年期 

    ６ 思春期保健  

    ７ 若者の自己成長と社会参加 

  第２章 特別な支援を要する子ども・若者やその家庭への支援 

１ 貧困家庭の子ども・若者への支援 

２ 児童虐待対策・少年非行対策，社会的養育の推進  

   ３ 困難を有する若者への支援 

    ４ 障害児支援 

    ５ ひとり親家庭支援 

第３章 子ども・若者とその家庭をみんなで支え・育む社会 

    １ 次代を担う子ども・若者をはぐくむ地域共生社会の推進 

    ２ 親育ち促進 

    ３ 「真のワーク・ライフ・バランス」の促進 

 

第Ⅴ部 市町村子ども・子育て支援事業計画 

   １ 教育・保育提供区域の設定 

２ 幼児教育・保育 

    ３ 地域子ども・子育て支援事業 

第Ⅵ部 計画の推進体制 

    １ 進捗管理の方法 

    ２ 京都市はぐくみ推進審議会 

 

別紙１ 



 
 

 

 

 
 

青年期 

妊娠前・妊娠 
出産・育児 

乳幼児期 

学童期 

思春期 ライフステージに応じた子ども・若者の成長 

特別な支援が必要な 
子ども・若者とその家庭への支援 

青少年育成施設 

企業等 関係団体 

行政機関 学校 

地域や民生委員 等 

祖父母・友人等 

子育て支援施設 

病院・専門機関 

子ども・若者とその家庭をみんなで支え・育む社会 

【京都市の特色】 

◎ 地域で力を合わせ，日本で初めて小学校を作った 
        「人づくりを大切にする地域の風土」 
◎ 子どもや若者を社会の宝として， 
        「社会全体で大切にはぐくむ風土」 
◎ 子どもや若者が将来に希望を持って 
        「自己成長していくことができる風土」 

若者のライフデザイン形成への支援 
◎ 「若き市民」として，地域と若者が共汗することによ

り，社会への積極的な貢献を促進 
◎ 若者がもつ多様な力が発揮できる環境づくりの促進 
◎ 仕事・結婚・子育て等々，将来に展望を持って成熟し

た社会人となることへの支援 

特別な支援を要する子ども・若者やその家庭  

への支援 
◎ 「誰一人取り残さない」施策を実現するため，  

「児童虐待」「社会的養護」「障害児」「ひとり親家

庭」「少年非行」「いじめ，不登校，ひきこもり」    

「貧困家庭の子ども・若者」等への支援を更に推進 

真のワーク・ライフ・バランスの更なる促進 
◎ 京都ならではの文化に触れ，地域行事に参加するなど，

家族や子ども，地域との時間を大切にできる「ゆとりの

ある環境づくり」の促進 
◎ 企業や職場ぐるみで，生活や子育てと仕事が相互に高

めあう「働き方改革」を推進していく。 
◎ 多様な働き方を支える「子育て支援の受け皿」と「支

援の質」を確保 

はぐくみ文化を推進するネットワーク機能の強化 
◎ 子ども若者を支援する「全市レベル」「行政区レベ

ル」「身近な地域レベル」でのネットワークを構築し，

保護者と共に子どもや若者を「社会の宝」として社会

全体ではぐくむ風土を醸成 

◎ 行政が地域や関係機関との連携の「つなぎ目」とな

り，支援が必要な家庭に気付き，必要な支援につなぐ，

「切れ目ない支援」の強化 

子育て家庭・子ども・若者の孤立防止 
◎ 乳幼児を抱える子育て家庭が交流できる支援施策

の充実 
◎ 学童クラブ事業や放課後まなび教室，学習支援が連

動した小学生の放課後等の居場所の充実 
◎ 青少年活動センター等の活動により身近な地域で

の若者の居場所を確保 

重点項目 

重点項目 

重点項目 

重点項目 

重点項目 

【計画策定の基本理念】 

京都で育ち合い，学び合った子どもや若者が将来の展望を持って成長するとともに，京都に住み，

働く人が幸せと希望を感じ，暮らし続けたいと思えるまちを実現する。 
また，「妊娠前から子ども・若者までの切れ目ない支援」を更に推進し，結婚・出産・子育ての希

望を持つすべての人の想いを叶え，京都市ならではの市民力・地域力・文化力を結集した「市民の

生き合う力」を高め，進行する少子化に立ち向かう。 

市民力・地域力・文化力 
を礎とした 
「はぐくみ文化」 
※市民ぐるみ・地域ぐるみで子ども 

や子育て家庭等を支え，見守る「京都

はぐくみ憲章」が市民主導で制定 

別紙２ 

支え・育む 将来の担い手 

【目指すべき“まち”のすがた】 

 すべての子ども・若者・子育て家庭を大切に！ 

      笑顔あふれる『子育て・「共育」環境日本一』のまち 

本市ならではの市民力・地域力・文化力を軸として，施策を推進し， 
「ＳＤＧｓ」に掲げる目標に則して，少子化に対して立ち向かう， 
持続可能で「レジリエンス」のある社会を実現 

【新計画における重点事項】 

 子どもや若者自身が主体的に成長し，子ども・若者を育む家庭を，身近な地域や社会
全体で支え合うために以下の視点を踏まえた重点項目を基軸とした施策を推進する。 

【大切にする５つの視点（目標）】 

◎「子ども」が，大切に育まれ，希望を持って育ち合うことができる。 
◎「若者」が，多様な可能性の下，主体的に未来を切り拓いていくことができる。 
◎「子ども・若者をはぐくむすべての家庭」が，子育てから学び，子どもと共に育ち合

うことができる。 
◎「身近な地域」が，子ども・若者を「社会の宝」として大切に育むとともに，子育て

家庭を温かく応援していくことができる。 

◎「社会全体」で，「真のワーク・ライフ・バランス」が息づき，すべての人が幸せを
感じることができる。 

【子ども・若者・その家庭を取り巻く現状】 

 

長時間労働の常態化等により，仕事と家

庭生活の両立困難 

虐待，貧困，障害等の支援ニ

ーズの増大・多様化 

家族や地域社会の関係性の

希薄化による孤立 

生活環境や雇用環境の変化等による若

者の将来への不安感・負担感の増大 
少子化の進行 

安心して妊娠・出産できる環境づくりと子ども
の学びと育ち合い 
◎ 医療機関等と連携し，子どもや妊産婦を支援するこ

とで，安心して妊娠・出産できる環境づくりの促進 

◎ 幼児教育・保育の充実と支援の質を確保 

◎ 保幼小の連携を深め，「知・徳・体」の調和のとれ

た育成を推進 

重点項目 



≪子ども・若者に係る総合的な計画≫ 

～乳幼児期の子育て支援～ 

 

 

 

第Ⅲ部 計画の基本的な考え方  【総論】 

第２章 目指すまちのすがたを実現し，切れ目のない支援を推進するための重点項目 

  重点１ 安心して妊娠・出産できる環境づくりと子どもの学びと育ち合い 

   １ 医療機関等と連携し，子どもや妊産婦を支援することで，安心して妊

娠・出産できる環境づくりの促進（②で検討） 
   ２ 幼児教育・保育の充実の支援の質の確保（③で検討） 
   ３ 保幼小の連携を深め，「知・徳・体」の調和のとれた育成を推進（③で検討） 
 

重点３ 子育て家庭・子ども・若者の孤立防止（①で検討） 

   １ 乳幼児を抱える子育て家庭が交流できる支援施策の充実 

 
 

第Ⅳ部 計画の内容  【各論】 

 第１章 ライフステージに応じた子ども・若者の成長 

  妊娠・出産期～乳幼児期 

１ 母子保健（②で検討） 

（１）妊娠前から支える安心して妊娠・出産できる環境づくり  

  （２）産後ケアと育児不安を軽減するための支援の推進  

 

２ 乳幼児期の子育て支援（①で検討） 

（１）乳幼児の健やかな発育・発達のための支援の推進  

（２）乳幼児や子育て家庭の健やかな成長のための場づくり 

（３）子どもの病気や事故に対応できる体制の充実 

 

   ３ 幼児教育・保育（③で検討） 

   （１）幼児教育・保育の提供体制の確保及び質の向上  

   （２）多様な幼児教育・保育の提供と質の向上 

資料１０－１ 

【資料の見方】 

※以下，新計画の構成のうち，乳幼児の子育て支援に係る部分のみを抜粋 

※内容については，以下の３部会（①，②，③で記載）で意見聴取を行い，

検討を進める。 

① 「乳幼児期の子育て支援」をテーマとした共同部会 

② 親子いきいき保健部会 

③ 幼保推進部会 



 

第Ⅲ部 計画の基本的な考え方【総論】 

第２章 目指すまちのすがたを実現し，切れ目のない支援を推進するための重点項目 

 

重点３ 子育て家庭・子ども・若者の孤立防止 
 

１ 乳幼児を抱える子育て家庭が交流できる支援施策の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組】 

 ・ 地域子育て支援拠点事業 
・  課題や困りを抱える子どもや子育て家庭に対する支援の強化 
・  子育て援助活動支援事業（ファミリーサポート事業） 

 

【現状・課題・今後の方向性】 

近年，家族規模の縮小や地域のつながりの希薄化などにより，子育て中の親が

孤立しやすい状況となっており，特に在宅での子育てが中心となる乳幼児期など，

子育て家庭の身近な地域において子育て支援活動の展開を図ることが重要です。 
このため，乳幼児期を中心とした親子が利用する居場所の充実と機能強化を図

るとともに，子育て家庭の悩みや不安に早期に気づき，必要な支援につなげます。 
また，住民相互で行われる子育て支援活動についても子育て支援施設や関係団

体等との協力・連携により，活性化を図ります。 

資料１０－２ （案） 



 

第Ⅳ部 計画の内容  【各論】 

第１章 ライフステージに応じた子ども・若者の成長 

２ 乳幼児期の子育て支援 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）乳幼児の健やかな発育・発達のための支援の推進 

多職種の視点を活かした乳幼児健康診査の充実や，課題や困りを抱える子ども

や子育て家庭に対する支援の強化，乳幼児が転居する際に支援が途切れないよう

情報連携の仕組みを構築することで，多職種・関係機関と連携しながら，乳幼児

の健やかな発育・発達のための支援を推進します。 

【主な取組】 
   ・ 子育て世代包括支援センター機能の充実【再掲】 

 ・ 乳幼児健康診査の充実（疾病スクリーニング等の精度管理を含む。） 
・  心理発達に課題を抱える子どもへの支援の充実 
・  児童虐待対策の機能強化 
・  乳幼児の健康情報の利活用に向けた取組の推進 

 

（２）乳幼児や子育て家庭の健やかな成長のための場づくり 

自宅以外でも安心して過ごせ，ほかの親子や地域住民と交流できる場を提供す

るため，身近な地域の子育て支援施設が核となり，関係機関と連携し，既存の社

会資源も最大限に生かしながら，支援の充実を図ります。 
【主な取組】 

   ・ 地域子育て支援拠点事業 
 ・ 地域に開かれた施設運営の一層の推進（幼稚園，保育園，認定こども園等） 

   ・ 身近な地域の子育て支援施設の連携強化（地域子育て支援ステーション事業） 
   ・ 子育て援助活動支援事業（ファミリーサポート事業） 
   ・ 子育てサロンや子育てサークル等の活動支援 
 

（３）子どもの病気や事故に対応できる体制の充実 

子育て家庭が，事故予防対策や，医療機関への受診の要否の判断等の病気への

対応を，自ら行うことができるよう，知識や技術の普及啓発を推進するとともに，

子どもがいつでも安心して医療サービスを受けることができるよう，引き続き，

小児科救急医療体制の確保を図ります。 

【主な取組】 
   ・ 子どもの事故や病気に関する知識や技術の普及啓発 
   ・ 休日・夜間（深夜帯含む）・平日準夜帯の医療体制確保 

・ 子育て支援施設における事故予防の推進 

【現状・課題・今後の方向性】 

乳幼児期は，子どもの健やかな成長の基盤となる時期であるとともに，子育て家

庭の悩みや不安が大きくなる時期であり，区役所・支所の子どもはぐくみ室や地域

の子育て支援施設が有する相談機能を強化することが必要です。 

子どもはぐくみ室による専門性の高い支援を通して子どもの健やかな発育・発

達を促進するとともに，乳幼児期の親子が利用する居場所の充実と機能強化を図

るため，行政，子育て支援施設や関係機関等との更なる連携により，ネットワー

クを形成することで，乳幼児期の子育て家庭を支援できる体制を構築します。 

資料１０－３ 
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1.3 

29.6 

47.7 

15.6 

3.9 

1.7 

0.2 

2.4 

37.1 

39.2 

12.9 

2.9 

1.6 

4.0 

0% 20% 40% 60%

２人

３人

４人

５人

６人

７人以上

不明・無回答

平成30年（N=3,191）

平成25年（N=3,008）

93.0 

0.0 

3.6 

4.8 

6.5 

15.4 

18.4 

3.3 

0.6 

89.4 

0.2 

5.6 

5.8 

8.9 

31.0 

36.7 

4.1 

1.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．父母と同居

２．父と同居(ひとり親家庭)

３．母と同居(ひとり親家庭)

４．祖父と同居

５．祖母と同居

６．祖父と近居

７．祖母と近居

８．その他

不明・無回答

平成30年（N=3,191） 平成25年（N=3,008）

乳幼児期の子育てに関する現状 

 

１ 家族規模の縮小や地域のつながりの希薄化  

（１）家族の人数 

家族の人数は，「４人」が 47.7％と最も高く，次いで「３人」が 29.6％，「５人」が 15.6％となってい

ます。 
平成 25 年と比較すると，「４人」が 8.5 ポイント高く，「３人」が 7.5 ポイント低くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）子どもとの同居・近居の状況 

「１．父母と同居」が 93.0％と最も高く，次いで「７．祖母と近居」が 18.4％，「６．祖父と近居」が

15.4％となっています。 
平成 25 年と比較すると，「７．祖母と近居」が 18.3 ポイント，「６．祖父と近居」が 15.6 ポイント低

くなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

子育て支援に関する 
市民ニーズ調査結果抜粋 

子育て支援に関する 
市民ニーズ調査結果抜粋 

参考 
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9.3 40.5 34.9 13.7 1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（N=3,191）

１．とても感じる ２．感じる ３．あまり感じない

４．感じない 不明・無回答

13.2 

22.7 

35.9 

35.0 

28.2 

23.0 

18.9 

15.4 

3.8 

3.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①妊娠中

②出産後約１か月間

（N=1,327）

１．よくあった ２．時々あった ３．ほとんどなかった

４．なかった 不明・無回答

 
（３）自身の子育てが，地域の人に支えられていると感じているか 

「２．感じる」が 40.5％と最も高く，次いで「３．あまり感じない」が 34.9％，「４．感じない」が

13.7％となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 子育て家庭の孤立化及び悩みや不安 

（１）妊娠中や産後１か月間に精神的な落ち込みやイライラ感を感じたか 

①妊娠中，②出産後約１か月間ともに「２．時々あった」がそれぞれ 35.9％，35.0％と最も高く，次い

で「３．ほとんどなかった」がそれぞれ 28.2％，23.0％となっています。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援に関する 
市民ニーズ調査結果抜粋 

母子保健に関する意識調査 
結果抜粋 
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42.7 

42.6 

22.8 

15.4 

12.7 

13.6 

4.7 

45.0 

43.1 

19.8 

12.3 

13.2 

17.7 

0.9 

0% 20% 40% 60%

１．１か月未満

２．１か月～５か月未満

３．５か月～１歳未満

４．１歳～２歳未満

５．２歳～３歳３か月

６．特になかった

不明・無回答

平成30年（N=1,327） 平成25年（N=1,725）

38.1 

12.0 

2.5 

0.0 

29.6 

0.7 

0.5 

22.0 

61.0 

0.2 

41.4 

15.3 

9.2 

4.1 

1.1 

1.9 

5.8 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80%

１．子どもの発育

２．子どもの病気

３．子どもの運動面の発達

４．子どもの言葉や社会性の発達

５．子どもが泣き止まない

６．子どもの生活習慣のしつけ

７．子どもの行動

８．寝つきが悪い，寝かしつけのこと

９．授乳のこと

10．離乳食や子どもの食事のこと

11．産後の自分の気持ちや

からだの調子のこと

12．自分の時間が持てない

13．育児の協力者のこと

14．経済的なこと

15．仕事のこと

16．保育園・幼稚園のこと

17．その他

不明・無回答

11．産後の自分の気持ちやからだの

調子のこと

【１か月未満】
（N=567）

28.1 

19.3 

16.3 

0.4 

25.0 

0.9 

1.8 

31.3 

31.2 

7.6 

22.5 

21.1 

12.6 

8.3 

4.2 

7.6 

5.0 

2.8 

0% 20% 40% 60% 80%

16.8 

16.2 

20.5 

1.3 

13.2 

5.0 

5.0 

25.1 

9.9 

45.2 

11.2 

23.8 

8.9 

8.9 

9.2 

15.5 

5.3 

2.0 

0% 20% 40% 60% 80%

4.9 

9.8 

11.7 

21.0 

7.3 

22.0 

29.8 

16.1 

5.4 

16.6 

3.9 

24.9 

12.7 

11.2 

15.1 

15.6 

4.9 

2.4 

0% 20% 40% 60% 80%

3.6 

4.1 

4.1 

28.4 

3.6 

42.6 

44.4 

13.6 

1.2 

10.1 

4.1 

27.2 

10.7 

14.8 

14.2 

17.8 

1.8 

2.4 

0% 20% 40% 60% 80%

【２歳～３歳３か月】
（N=169）

【１か月～５か月未満】
（N=565）

【１歳～２歳未満】
（N=205）

【５か月～１歳未満】
（N=303）

 

（２）これまでの子育ての中で，特に悩みや不安が大きかった時期 

「１．１か月未満」が 42.7％と最も高く，次いで「２．１か月～５か月未満」が 42.6％，「３．５か月

～１歳未満」が 22.8％となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（３）子どもの月齢・年齢に応じた悩みや不安 

［１か月未満］では「９．授乳のこと」が 61.0％，［１か月～５か月未満］では「８．寝つきが悪い，

寝かしつけのこと」が 31.3％，［５か月～１歳未満］では「10．離乳食や子どもの食事のこと」が 45.2％，

［１歳～２歳未満］［２歳～３歳３か月］では「７．子どもの行動」がそれぞれ 29.8％，44.4％と最も高

くなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

母子保健に関する意識調査 
結果抜粋 

母子保健に関する意識調査 
結果抜粋 
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27.7 

38.2 

31.2 

25.6 

25.5 

24.5 

23.8 

40.6 

37.1 

42.4 

40.3 

41.5 

39.6 

41.5 

21.8 

18.7 

17.1 

24.1 

21.3 

25.6 

23.9 

3.4 

2.5 

3.9 

2.9 

3.8 

3.6 

3.7 

4.9 

2.8 

3.7 

5.8 

5.2 

4.8 

5.9 

1.6 

0.7 

1.7 

1.3 

2.7 

1.8 

1.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=3,191）

０歳（N=434）

１歳（N=516）

２歳（N=519）

３歳（N=479）

４歳（N=497）

５歳（N=694）

１．とても楽しい ２．楽しい

３．少し不安または負担を感じる ４．とても不安または負担を感じる

５．どちらともいえない 不明・無回答

 

（４）子どもに対して育てにくさを感じるか 

子どもの月齢・年齢が上がるほど，「感じる（「１．いつも感じる」と「２．時々感じる」の合計）」の

割合が高くなる傾向がみられます。 

選択肢 合計 ４か月児健診 １歳６か月児健診 ３歳児健診 
  回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 
1．いつも感じる 287 1.0% 45 0.5% 75 0.8% 167 1.7% 
2．時々感じる 6,876 24.1% 1,192 12.9% 2,184 23.0% 3,500 35.4% 
3．感じない 21,409 74.9% 7,974 86.6% 7,225 76.2% 6,210 62.9% 
9．無回答 2,070  675  734  661  
合計(無回答除く) 28,572  9,211   9,484  9,877  

 

 

（５）子育てをしている今の気持ち×子どもの年齢別 
子どもの年齢が上がるほど「１．とても楽しい」の割合が低くなる傾向がみられます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 
 

問１ 

問 25 

※不明・無回答除く 
子育て支援に関する 

市民ニーズ調査結果抜粋 

平成３０年度「健やか親子２１（第２次）」 
アンケート結果抜粋 
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27.7 

28.1 

23.1 

40.6 

41.5 

35.2 

21.8 

21.3 

27.7 

3.4 

3.1 

6.8 

4.9 

4.8 

5.7 

1.6 

1.2 

1.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=3,191）

いる（N=2,872）

いない（N=264）

１．とても楽しい ２．楽しい

３．少し不安または負担を感じる ４．とても不安または負担を感じる

５．どちらともいえない 不明・無回答

27.7 

34.0 

27.9 

44.0 

27.9 

23.9 

40.6 

41.0 

41.8 

44.0 

45.3 

38.7 

21.8 

18.3 

21.4 

8.0 

20.3 

24.4 

3.4 

1.7 

2.8 

0.0 

1.4 

6.1 

4.9 

4.0 

4.7 

4.0 

4.1 

5.7 

1.6 

1.1 

1.5 

0.0 

1.1 

1.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=3,191）

日常的に子どもを預けられる祖父母等の

親族がいる（N=476）

緊急時等に子どもを預けられる祖父母等の

親族がいる（N=2,014）

日常的に子どもを預けられる

友人・知人がいる（N=25）

緊急時等に子どもを預けられる

友人・知人がいる（N=369）

いずれもいない（N=644）

１．とても楽しい ２．楽しい

３．少し不安または負担を感じる ４．とても不安または負担を感じる

５．どちらともいえない 不明・無回答

全体（N=3,191）

日常的に子どもを預けられる祖父母等の

親族がいる（N=476）

緊急時等に子どもを預けられる祖父母等

の親族がいる（N=2,014）

日常的に子どもを預けられる友人・知人が

いる（N=25）

緊急時等に子どもを預けられる友人・知人

がいる（N=369）

いずれもいない（N=644）

 
 
 
（６）子育てをしている今の気持ち×子育て仲間の有無別 

［いない］では「楽しい（「１．とても楽しい」と「２．楽しい」の合計）」の割合が［いる］に比べ低

くなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（７）子育てをしている今の気持ち×子どもを預けられる人別 

［いずれもいない］で「楽しい（「１．とても楽しい」と「２．楽しい」の合計）」の割合が他の区分に

比べ低くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問 37 

問 25 

※不明・無回答除く 

問９(1) 

問 25 

※不明・無回答除く 

子育て支援に関する 
市民ニーズ調査結果抜粋 

子育て支援に関する 
市民ニーズ調査結果抜粋 
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27.8 

35.6 

31.8 

22.8 

25.2 

33.3 

21.7 

27.2 

41.6 

39.8 

42.5 

49.0 

39.1 

49.2 

46.9 

41.0 

21.1 

16.8 

18.2 

20.1 

23.8 

11.1 

22.2 

22.1 

3.3 

3.1 

3.1 

2.7 

5.3 

3.2 

3.9 

3.2 

5.0 

4.2 

3.3 

4.7 

6.0 

3.2 

4.3 

5.4 

1.1 

0.5 

1.0 

0.7 

0.7 

0.0 

1.0 

1.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=2,706）

子育て支援活動いきいきセンター（つどいの広場）

（N=191）

児童館（乳幼児クラブ）（N=478）

京都市営保育所（地域での子育て支援活動）

（N=149）

民営保育園（地域での子育て支援活動）（N=151）

京都市立幼稚園（教育相談）（N=63）

私立幼稚園（地域子育て相談事業）（N=207）

いずれも利用していない（N=1,817）

１．とても楽しい ２．楽しい

３．少し不安または負担を感じる ４．とても不安または負担を感じる

５．どちらともいえない 不明・無回答

子育て支援活動いきいきセンター

（つどいの広場）（N=191）

京都市営保育所（地域での子育て支援活動）

（N=149）

27.7 

37.5 

30.9 

24.2 

21.1 

40.6 

38.2 

43.2 

42.4 

32.1 

21.8 

18.2 

18.4 

23.1 

31.2 

3.4 

1.4 

1.8 

3.8 

8.5 

4.9 

3.0 

4.7 

5.2 

5.7 

1.6 

1.7 

0.9 

1.3 

1.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=3,191）

とても感じる（N=296）

感じる（N=1,291）

あまり感じない（N=1,114）

感じない（N=436）

１．とても楽しい ２．楽しい

３．少し不安または負担を感じる ４．とても不安または負担を感じる

５．どちらともいえない 不明・無回答

（８）子育てをしている今の気持ち×地域の子育て支援事業の利用状況別 
［京都市立幼稚園（教育相談）］では『楽しい（「１．とても楽しい」と「２．楽しい」の合計）』が８

割を超えています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（９）子育てをしている今の気持ち×自身の子育てが，地域の人に支えられていると感じるか別 

自身の子育てが，地域の人に支えられていると感じている方ほど「楽しい（「１．とても楽しい」と「２．

楽しい」の合計）」の割合が高くなる傾向がみられます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問 19(1) 

問 25 

※不明・無回答除く 

問 39 

問 25 

※不明・無回答除く 

子育て支援に関する 
市民ニーズ調査結果抜粋 

子育て支援に関する 
市民ニーズ調査結果抜粋 
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14.8 

15.6 

6.8 

30.1 

31.5 

17.0 

24.5 

24.1 

29.9 

23.7 

22.8 

33.7 

6.1 

5.6 

12.5 

0.8 

0.4 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=3,191）

いる（N=2,872）

いない（N=264）

１．不安ではない ２．あまり不安ではない

３．どちらともいえない ４．少し不安である

５．不安である 不明・無回答

40.9 56.1 2.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（N=1,327）

１．ある ２．ない 不明・無回答

 
 
（１０）自分の話し相手や相談相手×子育て仲間の有無別 

自分の話し相手や相談相手について，［いない］では「不安である（「４．少し不安である」と「５．不

安である」の合計）」の割合が［いる］に比べ高くなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 家庭内での子どもの事故（※）の有無 

（※）家庭内での事故とは，転落，衝突，やけど，誤飲，溺（おぼ）れる，挟（はさ）む，切る・刺すなどの事故を指 

します。 

「１．ある」が 40.9％，「２．ない」が 56.1％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 

 

問 27⑱ 

問 37 

※不明・無回答除く 

子育て支援に関する 
市民ニーズ調査結果抜粋 

母子保健に関する意識調査 
結果抜粋 


